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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

通学۠域
市では、住所によってब学する学校を指定しています。詳細な
区域については、担当課までご確認ください。
入学
入学する年の1月末までにब学校を指定する「入学（ब学）通
知書」を送ります。通知がಧかない場合や通知を受けた後で住
所を変更した場合は、担当課までご連བྷください。
また、ཱࢲ学校へ入学する場合は、担当課までご連བྷくださ
い。
外国੶のお子さんの就学
外国੶のお子さんが市ཱ小・中学校へब学を希望されるとき
は、申請ख続きが必要です。詳しくは担当課までお問い合わせ
ください。
市内の学校へのస入
総合窓口課で転居または転入のख続き後、学校ڭ育課にて「転入
学通知書」を発行します。この通知書と前の学校で発行された
「在学証明書」と「転学児童（生ె）ڭ科用ਤ書給༩証明書（転居の
場合は不要）」を一ॹに、転校先の学校へ提出してください。
市外の学校へのస出
総合窓口課で転出のख続きをしてください。在学していた学
校から「在学証明書」と「転学児童（生ె）ڭ科用ਤ書給༩証明
書」の発行を受け、転校先の学校に提出してください。
೔ຊスポーツৼڵセンター災害څ෇金
市ཱ小・中学校の児童・生ెが、学校の管理下で災害により負
ই・発病した場合や、それが原Ҽでোがいが࢒ったり、死亡し
たりした場合にスポーπ振ڵセンター災害給付金を支給しま
す。（加入の場合）

栗東市児ಐੜె支援ࣨ
子どもたちの自ཱと市民の皆さんの安心した子育て支援を目
的として、不登校をはじめ学校不適応の子どもたちを対象に、
心的支援や「子ども成長支援ڭ室」で支援を行っています。ま
た、保護者と学校の取り組みを支援しています。

（1）教育૬ஊ事ۀʤ教育૬ஊ 「ࣨだんだん」ʥ
栗東市学習支援センター内 育相談室ڭ
（安養寺ࡾ丁目1-1）

（育相談室直通ڭ）554-6104
◦子育てやڭ育の相談をお受けします。
◦�不登校や学校不適応の子どもが、不安や೰みを乗りӽえる
ための相談や心的援助をします。

問学校教育課  551-0130 ＦＡＸ551-0149
就学援助

就学費の援助
経済的理由で子どもを小・中学校に通学させるのが困難な保
護者に対して、学用品費、給食費、म学ཱྀ行費などの一部を援
助します。毎年1月ࠒに全児童・生ెを通じて配布する保護者
用案内「栗東市ब学援助費給付制度と申請について」をご覧く
ださい。なお、詳細については、担当課までお問い合わせくだ
さい。

曜　日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
午前の部

（9：30～11：25）
小学生
༏先

小学生
༏先

中学生
༏先

中学生
༏先

中学生
༏先

午後の部
（13：10～15：05）

中学生
༏先

中学生
༏先

小学生
༏先

小学生
༏先

活動内容
◦個ʑの状況に合わせた学習・グルーϓでの活動
◦体ݧ活動・ڭ室外の活動

（3）८ճスクールΧウンセϥー೿ݣ（学校࿈ܞ）事ۀ
いじめや不登校などさまざまな೰みの相談に応じて助言や援
助をおこなうために、保護者や学校のٻめに応じて、ྟ চ心理
࢜を小学校に೿ݣします。
利用方法 各校の児童支援担当者にお申し込みください。

（�）「栗東市い͡めホットϥイン」 554-0323
栗東市では、いじめ問୊の未然防止と早期ղ決を目的に、児
童・生ెや保護者が気ܰにʠいじめʡに関する相談ができる「い
じめϗットライン」を開設しています。
いじめをなくすためには、いじめのஹީをগしでも早く೺Ѳ
してਝ଎に対応することが大切です。
相談には、ྟ চ心理࢜の資格を有する専門の相談員が応じま
す。また、ൿີは必ず守ります。ささいなことでも安心して気
ܰにご相談ください。
受付時間 �月～金曜日、9：30～16：00

（お盆と年末年始はおٳみです。）
【その他のి࿩૬ஊ】
◦ʮ��࣌ؒ404ڙࢠμΠϠϧʯ

0120-0-78310
　24時間対応しています。

学校名 住　所 電話番号

中
学
校

栗東中学校 安養寺࿡丁目6-15 552-4359
葉山中学校 ࿡地ଂ888 554-0030
栗東西中学校 綣四丁目13-47 553-9101

⬟ి࿩૬ஊ…�電話で相談いただけます。
⬡໘઀૬ஊ…相談室におӽしになり直接相談いただけます。
継続的、定期的な相談もできます。
（注意：ඞͣి࿩ʹΑΔࣄલ༧໿͕ඞཁで͢ɻ上記「ʢ�ʣ電話
相談」の番号へご連བྷください。）
利用日時 �月～金曜日　9：00から12：00まで、13：00から

16：00まで（土・日曜日、祝日を除く）
そ の 他 相談は無料です。お気ܰにご利用ください。

（2）支援教ࣨ事ۀʤ子ども成௕支援教 「ࣨ͋い͋い」ʥ
栗東市学習支援センター内 子ども成長支援ڭ室
（安養寺ࡾ丁目1-1）

554-6107（子ども成長支援ڭ室直通）
◦不登校や学校不適応の子どもたちが心身のݩ気を取り戻せる
よう、学習支援やグルーϓ活動・体ݧ活動の支援を行います。
◦�子どもたちが৽たな人間関係をஙけるよういΖいΖなイベ
ントを行います。
利用方法 ご利用には、໘઀૬ஊとମݧར༻が必要です。
利用日時 月～金曜日（土・日曜日、祝日を除く）
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詳細は「市広報紙」「市HP」「健康ͮくりカレンダー」などをご
覧ください。
がん検診

胃がん検診（胃部エックス線検査）※ 40歳以上 集団検診
で受ける

肺がん・結核検診 40歳以上
集団検診また
はҕୗ医療機
関で受ける

胃がん検診（胃内視鏡検査）50歳以上
ҕୗ医療機関
で受ける

大腸がん検診 40歳以上
子宮頸がん検診 20歳以上のঁ性
乳がん検診 40歳以上のঁ性

※バリウムによるң部エックス線検査
؊Ԍウイルス検診
40歳以上の人で過去に受診していない人が1回のみ受診でき
ます。
݁֩検診
65歳以上の人がҕୗ医療機関またはഏがん検診と併せて年1
回受診できます。

検診

〒520-3015　安養寺190
近年ますます多様化、増加する保健・෱ࢱध要に対応するた
め、す΂ての市民が生֔を通じて自分に適した健康な生活が
送れるように、保健・෱ࢱ・医療が一体となった支援を行う施
設です。
保健センター（健康増ਐ課・こども家庭センター）、発達支援課
（たんぽぽڭ室）、࿝人෱ࢱセンター、ϔルパーステーシϣン、
訪問؃護ステーシϣン、࿝人デイサービスセンター、身体োが
い者デイサービスセンター、地域子育て支援センター、治ా東
児童館、社会෱ࢱ協ٞ会、栗東市ボランテΟ
ア・市民活動センター、栗東地域แׅ支援セ
ンター、࿝人クラブ連合会事務局が入って
います。

栗東市૯合福祉保健センター（Ѫশɿなごやかセンター）

保健センター

市では、栗東市・草津市・守山市・野洲市内等医療機関で受ける
個別接種を実施しています。詳しくは、市HP、健康ͮくりカレ
ンダーをご覧ください。
※�定められた年（月）齢や接種方法以外で接種した場合、有料
となります。

予防઀छ

健康૬ஊ
問健康૿ਐ課  554-6100 ＦＡＸ  554-6101

ੜ׆श׳病૬ஊ・その他の健康૬ஊ・ӫ養૬ஊ・ېԎ૬ஊ・歯科૬ஊ
健康について心配のある人は、日程調੔のうえ、保健師やӫ養
・࢜歯科Ӵ生࢜が相談に応じます。（1時間程度）

健康・福祉

健（検）診・予防઀छ
問健康૿ਐ課ɹɹ    554-6100 ＦＡＸ  554-6101

健康診ࠪ
詳細は市HP、健康ͮくりカレンダーなどをご覧ください。
栗東市特定健康診ࠪ
40～74歳の人で栗東市国民健康保険に加入し、職場などで
受ける機会のない人が受診できます。
※問い合わせは保険年金課国民健康保険係（ 551-1807）へ
後期高齢者健康診ࠪ
後期高齢者医療保険の加入者が受診できます。※要݅あり
ϓϨ特定健康診ࠪ
19～39歳の人で学校、職場などで受ける機会のない人が受
診できます。
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

割合 所得区分

3割

現役並み所得者Ⅲ
住民税課税所得
690万円以上

1）�住民税課税所得が145万円以上の人
（ࠨ2 記の人と同一世帯の人
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者
の人の収入額によっては、申請により負
担割合が1割または2割になる場合があ
ります。
◦�同一世帯の全被保険者の収入額の
合計が520万円未満（世帯に被保険
者が1人の場合は383万円未満）
◦�同一世帯に、被保険者と70歳～74
歳の人の収入額の合計が520万円
未満

現役並み所得者Ⅱ
住民税課税所得
380万円以上

現役並み所得者Ⅰ
住民税課税所得
145万円以上

2割 一般Ⅱ

3割負担に該当せず、本人を含み、同一
世帯に課税所得が28万円以上の被保険
者がおられ、以下の基४に該当する人
1）�世帯内の被保険者が1人の場合、「年
金収入＋その他の合計所得金額」が
200万円以上

2）�世帯内の被保険者が2人以上いる
場合、被保険者全員の「年金収入＋
その他の合計所得金額」の合計額が
320万円以上

1割

一般Ⅰ 現役ฒみ所得者、一ൠᶘ、住民税非課
税世帯以外の方

住民税
非課税
世帯

区分Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税である人
（区分ᶗ以外の人）

区分Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税であって、
かつ、その世帯の各所得の合計（公的
年金控除額は806,700円として計算）
が0円となる人

問保険年金課  551-0361 ＦＡＸ553-0250
後期高齢者医療

高齢者

後期高齢者医療੍౓-ର৅者・֬֨ࢿೝॻなど-
後期高齢者医療制度の対象者
◦75歳以上の人
◦75歳の誕生日から加入します。加入ख続きは必要ありません。
◦�65歳～74歳の一定のোがいがある人で、申請により広域
連合のোがい認定を受けた人
認定を受けた日から加入します。োがい認定により後期高齢
者医療制度への加入を希望される場合は、ख続きが必要です。
また、認定後はいつでもক来に޲かってఫ回することができ
ます。
運営主体 ࣎լ県内のす΂ての市町が加入する「࣎լ県後期高

齢者医療広域連合」が運Ӧします。
＜広域連合のओな業務＞
◦保険料の決定　◦加入者の資格管理 など
＜市のओな業務＞
◦資格確認書または資格情報のお知らせの引౉し
◦各種ಧ出の受付
◦保険料の徴収 など
被保険者証
◦資格確認書または資格情報のお知らせは、1人につき1ຕ
◦毎年8月1日付けで更৽します
◦�資格確認書または資格情報のお知らせは、原則として༣送
でおಧけします
◦�国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一
本化の方਑に基ͮき、従来の被保険者証は、令和6年12月2
日にഇ止され、৽ن発行が終了します。（従来の被保険者証
は令和7年7月31日まで使用できます）
マイナポータルなどにより、マイナンバーカードの保険証
利用登録をして、マイナ保険証をご利用ください。
詳しくは、市ϗームϖーδをご覧ください。

問保険年金課  551-0361 ＦＡＸ553-0250
後期高齢者医療 病気になったとき

後期高齢者医療੍౓-病気になったとき-
負担割合
医療機関で支払う自己負担割合は、医療費の1割、2割または3
割です。資格確認書または資格情報のお知らせに自己負担割
合（一部負担金の割合）が記載されています。
所得によって変わりますので、๨れずに所得の申告をしてく
ださい。

1）�「住民税課税所得」…所得金額から、配ۮ者控除、社会保険
料控除、医療費控除などの所得控除を差し引いた後の金額
であり、総合課税所得のほか、分཭課税所得も含みます。

2）「収入額」…必要経費および各種控除の額を引く前の金額。
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高額療養費
1か月（同じ月内）の医療費の自己負担額が高額になった場
合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額
療養費として支給されます。
自己負担限度額（月額）

問保険年金課  551-0361 ＦＡＸ553-0250
後期高齢者医療-医療費が高額になったとき-

※1　�多数回支給は限度額が変わります。
＜　＞内は過去1年以内に「外来＋入院」での高額療養費
の支給が3回以上あった場合の4回目以降の負担額です。

※2　�年間は8月～翌年7月で計算します。
◦�同じ世帯内に後期高齢者医療制度の医療給付を受ける人が
複数いる場合は、病院・診療所・調剤薬局など区分なく医療
費を合算できます。
◦�ೖӃ࣌ͷ৯ࣄ୅΍อ͕ݥద༻͞ΕͳいֹࠩϕουྉͳͲ
͸ɺڅࢧͷର৅֎です。
◦�ਃ੥खଓ͸ॳճͷΈで、その後同様に支給対象となれば自
動的に振り込まれます。

・�対象者には、約3か月後に保険年金課から申請ק঑Ҋ内が送
付されます。
・申請書にྖ収書のఴ付は必要ありまͤん。
◦�75歳到達月には、誕生日前の医療保険制度（国民健康保険、
健康保険組合、共済組合、協会けんぽなど）と誕生日後の後
期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ本来の2
分の1になります。

所得区分 外　来
（個人）

外来＋入院
（世帯単位）

3割

現役並み所得者Ⅲ
住民税課税所得
690万円以上

252,600円＋
（総医療費－842,000円）×1%

＜140,100円＞※1
現役並み所得者Ⅱ
住民税課税所得
380万円以上

167,400円＋
（総医療費－558,000円）×1%

＜93,000円＞※1
現役並み所得者Ⅰ
住民税課税所得
145万円以上

80,100円＋
（総医療費－267,000円）×1%

＜44,400円＞※1

2割

一般Ⅱ
R7�9月まで

6,000円+（医療費－
30,000円）×10%
※�上記金額が18 , 000
円 を 超 え る 場 合 は
18,000円「年間（8月～
翌7月）14.4万円上限」

57,600円
<44,400円>
※1

一般Ⅱ
R7�10月から

18,000円
「年間（8月～翌7月）
14.4万円上限」

1割

一般
住民税課税所得
145万円未満等

18,000円
（年間上限144,000円）

※2

57,600円
<44,400円>
※1

住民税
非課税
世帯

区分Ⅱ
8,000円

24,600円

区分Ⅰ 15,000円

問保険年金課  551-0361 ＦＡＸ553-0250
後期高齢者医療-保険料-

౳ֹׂۉ
ඃอऀݥશһ͕
౳ʹෛ୲ۉ

ʴ ʹ
ॴಘֹׂ

ඃอऀݥͷॴಘ
ʹԠͯ͡ෛ୲

೥ؒอݥྉ
�݄͔Βཌ೥�݄
·でͷ�೥ؒ

年度途中で加入された場合は、加入月分から計算され、年度途
中で資格を喪失された場合の喪失月分は計算されません。
※均等割額と所得割額は2年ごとに見直しが行われます。
保険料の徴収
原則は特別徴収ですが、特別徴収できない場合は普通徴収で
納めていただきます。
特別徴収（年金からの引き去り）
年6回の年金から、保険料を引き去ります。
＜特別徴収の対象にならない＞
◦年金額（年額）18万円未満の人
◦�後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が、対象に
なる年金額の2分の1を超える人など
普通徴収（納付書・口座振替）
市から発行する納付書や口座振替で、7月から翌年3月までの
9回に分けて、毎月納めていただきます。
ಛผ௃ऩでೲΊͯいΔਓ΋ɺ࠲ޱৼସΛબ୒で͖·͢ɻ
本人以外の口座も指定できます。変更を希望する場合は、申出
書の提出が必要です。市へ相談してください。
＜注意＞
◦口座振替に変更しても、保険料の総額は変わりません
◦�口座振替の場合、確定申告では、口座名義人が社会保険料控
除を受けられます
◦�預金不足などで未納になった場合は、特別徴収に戻ること
があります

保険料の決め方
保険料は個人ごとに計算され、被保険者一人ひとりに、負担能
力（所得）に応じて公平に納めていただきます。

◦�「外来（個人単位）」の自己負担限度額を超えた場合、申請に
より超えた分が後から支給されます。

①「外来」の高額療養費を個人ごとに計算

◦�同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数
いる場合は合算し、「外来＋入院（世帯単位）」の自己負担限
度額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給され
ます。

入院や高額な外来診療を受けられる場合
◦�同一医療機関などでの1か月の窓口負担が自己負担限度額
を超えている場合、医療機関窓口に資格確認書、資格情報の
お知らせ、マイナ保険証のいずれか1点を提示すれば、限度
額を超える分を支払う必要はありません。
◦ॊಓ੔෮ɺ͸Γɾ͖ Ύ͏ɺ͋ Μ·ɾマοαーδͳͲͷࢪज़͸ର
৅֎で͢ɻ

②「外来＋入院」の高額療養費を世帯合計で計算

高額療養費の計算方法
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

問保険年金課  551-0361 ＦＡＸ  553-0250
後期高齢者医療 ๢くなったとき

介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも自分らしくい
きいきと฻らせるように、また、介護が必要になっても、安心
して自ཱした生活を送れるように、社会全体で支えていこう
というしくみです。40歳以上のす΂ての人が加入することに
なっており、加入ख続きは不要ですが、サービスの利用には申
請が必要です。
հޢ保険のର৅者
介護保険の被保険者は年齢で࣍の2種類に分けられ、保険給
付の条݅や保険料に区分が設けられています。
第1号被保険者＝65歳以上の人
⬟介護が必要になったときに、サービスが受けられます。
⬡保険料の納付は、原則として年金からの差し引きとなります。
第2号被保険者＝40歳～64歳の医療保険加入者
⬟�政令で定められた病気が原Ҽで介護が必要になったとき
に、サービスを受けることができます。
⬡�保険料の納付は、加入している医療保険の保険料（税）と介
護保険料を合算して納めます。

հޢ保険料
65歳以上の人の介護保険料の納め方について
介護保険料の支払方法には、特別徴収と普通徴収の2通りが
ありますが、特別な理由がない限り原則として特別徴収とな
ります。
特別徴収（年金からの引き落しで納める方法）
年金からあらかじめ介護保険料を引きམとし、市に納入する
方法を特別徴収といいます。ۮ数月の年金定期支払時に介護
保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。
普通徴収（納付書や口座振替で納める方法）
特別徴収の対象とはならない࣍の場合について、市より納付
書を送付し、個別に市役所や金༥機関などの窓口で納付して
いただく方法です。（口座振替の申請をすると指定の口座から
自動引きམとしができます。）
◦�年度途中に65歳になった人や転入した人（65歳到達時や
転入時は、はじめは普通徴収となります。）
◦�年金支給額が年間18万円未満の人や年金の受給状況に
よって特別徴収にならなかった人

問௕ण福祉課  551-0281 ＦＡＸ  551-0548
հޢ保険

૴ࡇ費
後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなられたときは、
申請により૴ّを行った人（喪ओ）に૴ࡇ費が支給されます。
※�後期高齢者医療制度に加入する前の保険から、ຒ૴料など
が支給される場合は、申請できません。
申請に必要なもの
◦�申請者（喪ओ）の振込口座番号がわかるもの（通ா、キϟッ
シϡカードなど）
◦�૴ࡇを行ったこと（喪ओ）が確認できるもの（会૴のはがき、
領収書など）
◦�ҕ೚状（申請者と喪ओがҟなる場合、喪ओ以外の口座に振り
込む場合）
◦�窓口に来られた人の本人確認ができるもの（運転免許証、マ
イナンバーカードなど）
申請期限 ૴ࡇを行った日の翌日から2年
支 給 額 50,000円
申請場所 保険年金課�高齢者医療係（1階）

２５０８栗東市3(SG40)行政最終.indd   75 2025/07/14   9:37:24



76

納付について
介護保険料算定の基ૅになる市町ଜ民税の課税・非課税の状況は、6月ࠒに確定します。そのため、介護保険料額決定通知書は6月
。に送付しますࠒ
普通徴収（納付書）の場合、1年分の保険料を6月から翌年3月までの10期に分けて納めていただくことになります。第1期（6月）の
納付書送付時に第2期以降の納付書も一ׅして送付しますので、納め๨れにご注意ください。また、納付書をฆ失された場合は、࠶
発行できますので、お問合せください。
特別徴収の場合、各ۮ数月の6回に分けて納めていただきます。（4月および6月についてはࡢ年度࠷終期の金額と同額をԾ徴収し
ます）
※介護保険料についての詳細は、市ϗームϖーδをご覧いただくか、お問合せください。
հޢ保険のサービス（要支援1・2の人はհޢ予防サービス、要հ1ޢʙ�の人はհޢサービス）
要介護認定の申請方法
介護保険のサービスを受けるには、本人または家଒が「要介護認定」を受けるための申請を市役所の窓口で行ってください。来庁
できない人は、事業者などに申請の代行を依頼できます。その後、市の介護認定審査会で認定された要介護度によって、サービス
の利用限度額が決まり、これに基ͮいてサービスを受けることになります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
介護保険で受けられるサービス
介護保険で受けられるサービスはP77、P78の通りです。なお、介護保険のサービスを利用した場合、原則として利用者はかかっ
た費用の1割、2割または3割を自己負担することになります。
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

介護サービス計画の作成 居宅介護支援 介護サービス計ըを作成し、計ըに基ͮくサービスが利用できるよう事
業者との調੔などをします。

自宅を訪問

訪問介護
（ϗームϔルϓサービス）ϗームϔルパーにより、日ৗ生活の介助を受けられます。

訪問入ཋ介護 ८回入ཋंにより、入ཋの介助を受けられます。

訪問؃護 医師の指示を受けた؃護師などにより、必要な診療のิ助、療養上の世話
を受けられます。

訪問リϋビリテーシϣン 理学療法࢜や作業療法࢜により、心身の機能ҡ持・回復のためのリϋビリ
テーシϣンを受けられます。

居宅療養管理指ಋ 医師や歯科医師、薬剤師などにより、療養上の管理や指ಋを受けられます。

施設へ通所
通所リϋビリテーシϣン
（デイέア）

介護࿝人保健施設または病院に通って、心身の機能ҡ持・回復のために必
要なリϋビリテーシϣンを受けられます。

通所介護
（デイサービス）

特別養護࿝人ϗームや࿝人෱ࢱセンター、デイサービスセンターなどに
通って、日ৗ生活の介助と機能܇࿅を受けられます。

施設へ短期間入所
୹期入所生活介護
（シϣートステイ）

特別養護࿝人ϗームの施設などに୹期間入所して、日ৗ生活の介助と機
能܇࿅を受けられます。

୹期入所療養介護 介護࿝人保健施設などに୹期間入所して、医学的管理の下で日ৗ生活の
介助・؃護、機能܇࿅などを受けられます。

福祉用具の貸与や購入、
住宅の改修

෱ࢱ用۩のି༩ ंいすや介護用ベッドなどをି༩するサービスです。

෱ࢱ用۩のߪ入費の支給 ポータブルトイレなどのߪ入に際し、基४額の9割、8割または7割を支給
します。

住宅改म費の支給 खすりの取り付けや段差ղ消など小ن໛な住宅改मに際し、基४額の9
割、8割または7割を支給します。

その他のサービス 特定施設入居者生活介護 有料࿝人ϗームやܰ費࿝人ϗーム（έアϋウス）などで、日ৗ生活の介助
と機能܇࿅などを受けられます。

在宅サービス
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ෳ合的なサービス 小ن໛多機能ܕ居宅介護 小ن໛な住宅ܕの施設で「通い」を中心としながら「訪問」や「୹期間の॓
ധ」を組み合わせて食事・入ཋなどの介護や支援が受けられます。

居宅ܥ施設へ入居 認知症対応ܕ共同生活介
護（グルーϓϗーム）

認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場（住居）で、食事・入ཋな
どの介護や支援、機能܇࿅が受けられます。※要支援1の人は利用できま
せん

24時間対Ԡの
訪問サービス

定期८回・ਵ時対応ܕ
訪問介護؃護

介護職員と؃護師が一体またはີ接に連携し、定期的に訪問します。ま
た、利用者の通報や電話などに対してਵ時対応します。
※要支援1・2の人は利用できません。

認知঱の人޲けの
サービス

認知症対応ܕ通所介護
（認知症デイサービス）

認知症と診断された高齢者が、食事・入ཋなどの介護や支援、機能܇࿅を
日ؼりで受けられます。

介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）への入所 ৗに介護が必要で、在宅での介護が困難な人が、日ৗ生活の介助や健康管理などを受けられます。

介護老人保健施設への入所 病状が安定している人が、医学的な管理のもとで介護や؃護、リϋビリを受けられます。
介護医療院への入所 長期にわたり療養の必要な人が、医療と日ৗ生活の介助が一体的に受けられます。

施設サービス

地域ີணܕサービス

※�介護࿝人෱ࢱ施設については原則要介護3以上、その他の施設については、要介護1以上の人が利用できます。
介護予๷・日ৗ生活支援૯合事業（૯合事業）
総合事業は、地域全体で高齢者を支え、高齢者の人も自らの持つ能力をできる限り活かして、要介護状態になることを予防するた
めの事業です。
⬟サービス・活動事業（چ介護予防・生活支援サービス事業）
　対象者　◦要支援1・2の認定を受けた人
　　　　　◦�基本チェックリストにより生活機能の௿下がみられた人
　事　業　◦�訪問ܕサービス（生活援助ܕ・予防給付ܕ・୹期集中訪問ܕ）
　　　　　◦�通所ܕサービス（ݩ気あっ΀デイ・予防給付ܕ・୹期集中通所ܕ）
⬡一ൠ介護予防事業
　対象者　◦65歳以上のす΂ての人
　事　業　◦いきいきඦ歳体ૢ
　　　　　◦栗東100歳大学
　　　　　◦いきいき活動ポイント事業　など
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

高齢者のੜきがいと健康づくり事ۀ
問 栗東市࿝人クϥϒ࿈合会事務局

554-6108（なごやかセンター内）
࿝人クラブの会員だけでなく、地域の人が参加できる各種事
業を実施しています。事業の詳細と࿝人クラブの加入申込は、
事務局にお問合せください。
いきいきඦࡀ体ૢ
問 ௕ण福祉課஍域支援係  551-0198 ＦＡＸ551-0548

ΏっくりとしたԻָに合わせて%7%をみながら४උ体ૢ、お
もりをख足につけて負ՙをかけたے力運動、ストレッチを30
～40分かけて行います。
自治会やサロンおよび࿝人クラブなどでいきいきඦ歳体ૢを
実ફすることで身体的な機能改善だけでなく出会い、ふれあ
い、生きがい、役割の発見から地域ͮくりを目指します。
自治会や団体がओ体的に取り組めるように理学療法࢜や保健
師などが地域へ出޲き、1団体4回程度技ज़支援を行います。
栗東1ࡀ��େ学
問 ௕ण福祉課஍域支援係  551-0198 ＦＡＸ551-0548

65歳以上の人が、健康ͮくり、生きがいͮくりについてָし
く学び、৽しい人とのつながりで、地域の活動やボランテΟア
活動などで活༂するなど、前޲きな自分に出会える場です。
6科目25ߨ座の基ૅߨ座と実ફ活動（4つの選୒コース）があ
ります。
開講時期 8月から翌7月ࠒ
定 員 30人
受講料金 5,000円

老人福祉
センター名称 住　所 電　話 運営機関

やすらぎの家 出庭700-1 554-0606 栗東市社会
෱ࢱ協ٞ会

554-6105
ＦＡＸ554-6106

ゆうあいの家 小柿一丁目10-10 554-1004
なごやか 安養寺190 554-6109

ੜきがい・஍域ަ ・ྲྀ健康づくり
問௕ण福祉課  551-1940 ＦＡＸ551-0548

࿝人福祉センター
地域の皆さんがコミϡニέーシϣンをਂめ、また、健康増ਐやڭ
養、レクリエーシϣンの場を提供し、高齢者をはじめす΂ての住
民が健康で明るい生活ができることを目的とした施設です。
休館日 �月・日曜日、祝日、年末年始
対 象 個人および団体（年齢不問）
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行方ෆ໌高齢者Ґஔ情報システム利用助成事ۀ
対 象 者 認知症高齢者等事前登録事業を利用している人
内 容 認知症などにより行方不明のおそれのある高齢

者などを対象に、(P4や#MuetootIなどで位置情
報を検索することができる端末機（携帯電話やス
マートフΥンは除く）の利用に係る初期費用を助
成します。�
助成限度額は1万円（1回限り）です。

ೝ஌঱高齢者౳事前登録事ۀ
問 ௕ण福祉課 ஍域支援係  551-0198 ＦＡＸ  551-0548
対象者 ◦�65歳以上で在宅で生活し、認知症などにより行方

不明になるおそれのある人
　　　� ◦40～64歳未満の人も状態により登録が可能
内 容 �家଒などの申請により登録した情報を草津警察署お

よび担当のݍ域地域แׅ支援センターなどに事前に
提供しておくことにより、早期に行方不明者の発見
保護をਤります。

ೝ஌঱高齢者౳ݸ人ഛ償੹೚保険事ۀ
問 ௕ण福祉課 ஍域支援係  551-0198 ＦＡＸ  551-0548
対象者 �本市の住民基本台ாに登録があり、栗東市認知症高

齢者等事前登録事業に登録している人�
※�特別養護࿝人ϗーム・養護࿝人ϗーム・グルーϓ
ϗーム・έアϋウス・介護医療院入居者の人、特定
入居者生活介護を利用している人は対象外

内 容 �家଒などの申請後、ۮ発の事故により加入者（被保険
者）およびその؂ಜ義務者が法཯上のଛ害ഛঈ੹೚
を負った場合に、1事故につき1ԯ円を上限にそのଛ
害ഛঈ額のิঈを受けることができます。保険料は
全て市の負担です。

ۀおむつ費用助成事ࢴ高齢者౳ޢ宅要հࡏ
対 象 者 介護認定でʮཁհޢ�ʯ以上と認定された人でৗに

紙おむつが必要な人。�
要介護3のみ、認定調査票のഉ೘またはഉᔔの項
目で介助または見守り等に該当する人�
本人非課税、配ۮ者またはැ養義務者の所得制限あり。

内 容 対象者に助成決定の翌月から、市指定店で利用可
能な紙おむつ費用助成券（月額5,000円）を交付
します。�
※入院・入所中は助成を中止。

交付の時期 ৽ن交付は申請日の翌月。その後は、年2回（4月
と8月）更৽あり

すこやか住まい助成事ۀ
問 ௕ण福祉課 հޢ保険係  551-0281 ＦＡＸ  551-0548
対象者 �65歳以上の人（介護保険の第2号被保険者で要介護・

要支援認定を受けているものを含む。）でোがい࿝人
の日ৗ生活自ཱ度判定基४で「ランク̖」以上と判定
され、かつ日ৗ生活をӦむ上で支োがあり、住宅の改
मが必要な人。ただし、所得制限あり。

内 容 �対象者の日ৗ生活のศٓをはかるために実施するط
ଘ住宅のཋ室・トイレ、ݰ関・居室・࿓下などの小ن໛
改造について、その費用の一部を助成します。̡助成
率1�2以内、助成金限度額25万円。ただし、介護保険
住宅改मを༏先に利用すること。r

高齢者೔ৗੜ׆用۩のڅ෇・ି ༩
ひとり฻らしなどで経済的・身体的事情により必要性が認め
られる高齢者に対して、用۩の給付・ି ༩を行います。ただし、
所得に応じて負担があります。
給 付 電࣓調理器・火災警報器・自動消火器
貸 与 �電話加入ۓ）ݖ急通報システムの利用により必要と

なる場合に限る。また、使用料や電話機代などは本人
負担）

福祉タクシー運௞助成݊ަ෇事ۀ
対象者 �要介護認定1～5の認定を受けている、ひとり฻らし

高齢者または高齢者世帯に属する人の内、通院のた
めに乗 ・ं降ंの介助を要し、かつ交通ख段をタク
シーに依ଘしている在宅の高齢者。ただし、住民税非
課税世帯のみ。

内 容 �申請に基ͮき対象者に高齢者タクシー運௞助成券対
象者証を発行するとともに市指定のタクシー会社で
利用可能な助成券（500円券×4ຕで月あたり2ઍ円
分）を交付します。

問௕ण福祉課  551-1940 ＦＡＸ  551-0548
高齢者福祉੍౓
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

その他のサービス
োがい者߇আର৅者ೝ定ॻ
問 ௕ण福祉課 հޢ保険係  551-0281 ＦＡＸ551-0548

所得税法、地方税法のن定によるোがい者控除対象者認定書
の交付をしています。
対象者の認定方法
65歳以上で介護保険法の要介護認定または要支援認定を受
けている人は、認定資料における日ৗ生活自ཱ度に基ͮき審
査した上で、োがい者あるいは特別োがい者に認定します。審
査の結果いずれにも該当しない場合もあります。
஍域แׅ支援センター
問 栗東஍域แׅ支援センター（栗東中学校۠にお住まいの方）

558-6979 ＦＡＸ558-8736
問 栗東西஍域แׅ支援センター（栗東西中学校۠にお住まいの方）

584-4121 ＦＡＸ584-4128
問 ༿ࢁ஍域แׅ支援センター（༿ࢁ中学校۠にお住まいの人）

552-5280 ＦＡＸ558-6870
◦総合的な介護や෱ࢱに関する相談
◦�介護予防（サービス活動事業）έアϓランの作成など、地域
支援事業のマネδメント
◦έアマネδϟーへの支援やネットϫークͮくり
◦高齢者に対するٮ଴の防止とݖ利༴護事業
հޢ予防事ۀ
問 ௕ण福祉課 ஍域支援係  551-0198 ＦＡＸ551-0548

◦介護予防に関する出前トーク
◦いきいき活動ポイント事業
◦トレーニング機器開放事業
対象者 65歳以上の人（一部対象者が限られる事業もあります）

ྡ保館σイサービス事ۀͻだまりͻΖ͹
問 ͻだまりのՈ  552-1000 ＦＡＸ552-1154

対 象 者 ֓ね65歳以上で介護保険の認定を受けていない人。
内 容 �「ひだまりの家」において健康チェック、食事、レ

クリエーシϣン活動などの生きがい活動を行い
ます。送迎有り。

利用者負担 �生活保護世帯600円ʗ回、住民税非課税世帯800
円ʗ回、住民税課税世帯1,400円ʗ回
※ன食代を含んでいます。

配৯サービス事ۀ
対象者 要支援・要介護の認定者および総合事業対象者のう

ち、࿝ਰ、心身のোがいおよび࣬病などの理由によ
り、ӫ養改善が必要で、調理困難と認められる65歳以
上のひとり฻らし高齢者および高齢者世帯に属する
人。

内 容 ӫ養バランスのとれた食事（ன食のみ）を提供すると
共に安否の確認を行う。（週4回を限度。1�1～1�3を
除く）

利用者負担（弁当代・普通食）400円～450円ʗ回・食
ۀ通報システム事ٸۓ
対 象 者 病ऑなどにより日ৗ生活に不安がある、おおむね

65歳以上のひとり฻らし高齢者または高齢者世
帯に属する人（日中ಠ居となる高齢者を含む）

内 容 急通報機器本体と家庭内で通信可能なϖンダۓ�
ントܕ無線式発信器をି༩します。
このシステムは、ひとり฻らし高齢者などが家庭
内で急病などのۓ急事態にؕったときに、機器の
急通報システム受信ۓ、急ボタンをԡすだけでۓ
センターに通報され、受信センターで安否確認を
行い、必要に応じてٹ急ंの出動要請がなされま
す。同時に協力員などの協力体制により、協力員
が利用者の確認を行う仕組みです。
また、相談ボタンをԡすことにより、24時間対応
の健康相談も利用することができます。

利用者負担 �機器ି༩およびҡ持管理に要する費用の一部（生
活保護世帯を除く）月額500円

成年後੍ݟ౓౳についての૬ஊ
問 特定ඇӦ利׆動法人 成年後ݟセンターもだま  598-0246

認知症やোがいなどにより、判断能力が十分でない人は、財産
の管理やܖ約などの際にご自分で判断することが難しい場合
があります。成年後見制度は、こうした人のために家庭ࡋ判所
によって選ばれた成年後見人などがご本人のݖ利を守り生活
を支援する制度です。湖南4市は、成年後見センターもだまに
成年後見に関する相談事業をҕୗしています。
対 象 �湖南4市（栗東市、草津市、守山市、野洲市）にお住まい

の人
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োがいの͋る人
˖�஍Ҭੜࢧ׆ԉۀࣄ…Ҡ動支援、日中一時支援、コミϡニέー
シϣン支援、相談支援、日ৗ生活用۩給付（ストマ用૷۩な
ど。ߪ入前に必ずご相談ください）、訪問入ཋサービス
˖�ิ ૷۩…োがいの程度や内容により、対象となるิ૷۩の内
容がҟなります。指定の書類が必要ですので、ߪ入前に必ず
ご相談ください。
ԉҩྍ…ਫ਼ਆ通院、更生医療、育成医療ࢧཱࣗ˖
費用負担 �利用者および同一世帯員の市民税課税の有無、利用

者本人の収入額などで自己負担額（原則1割負担）
が決まります。�

利用方法 �サービスによってख続き、要݅、必要書類などがҟ
なりますので、まずはご相談ください。

োがいのある人は、各種の෱ࢱサービスを受けることができ
ます。োがいの内容や等ڃによって受けられる෱ࢱサービス
がҟなりますので、詳しくは担当へ。

ௌ֮োがい者などが公的機関、医療機関などへ出޲く場合な
どにख話通༁者や要約ච記者を೿ݣします。

問 োがい福祉課  551-0113ɾ551-0304 ＦＡＸ  553-3678
ख࿩通༁・要໿චه

োがい者खா

身体障がい者手帳 身体にোがいのある人に交付されます。
療育手帳 知的োがいのある人に交付されます。
精神障がい者保健福祉手帳
ਫ਼ਆ࣬ױのある人のうち、ਫ਼ਆোがいのため長期にわたり日
ৗ生活、または社会生活への制約がある人に交付されます。

問 োがい福祉課  551-0113ɾ551-0304 ＦＡＸ  553-3678

対 象 �োがい者खாを持っている人など
内 容
˖�հڅޢ෇…居宅介護（家事援助・身体介護など）、同行援護、
行動援護、生活介護（োがい者施設への通所）、その他（୹期
入所・施設入所支援など）
用ޏ）࿅、ब࿑Ҡ行支援、ब࿑継続支援܇෇…自ཱڅ࿅౳܇�˖
共同生活援助（グルーϓϗーム）、（ܕ用ޏ非・ܕ
˖�ো͕いࣇ௨ॴڅ෇…児童発達支援、放課後等デイサービス
など

োがい福祉サービス
問 োがい福祉課  551-0113ɾ551-0304 ＦＡＸ  553-3678
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※収入や市民税額による制限があります。
種　別 対　象 内　容

障がい者医療費助成
（担当は保険年金課）

身体োがい者खா1～3ڃの交付を受けている人
療育खா重度～中度（"1～#1）の交付を受けている人
特別児童ැ養ख当支給対象児童で1ڃの人
ਫ਼ਆোがい者保健෱ࢱखா1ڃの交付を受けている人

医療機関で受診した保険診療分の医療費
の自己負担分を全部または一部を助成

精神障がい者
精神科通院医療費助成
（担当は保険年金課）

自ཱ支援医療（ਫ਼ਆ通院医療）の受給者かつਫ਼ਆোがい者保健
෱ࢱखா1ڃまたは2ڃ

自ཱ支援医療費（ਫ਼ਆ科通院医療）の自
己負担分を助成（通院のみ）

障がい児福祉手当※ 在宅でৗ時介護が必要な20歳未満の重度োがい児 年4回支給
特別障がい者手当※ 在宅でৗ時介護が必要な20歳以上の重度োがい者 年4回支給

特別児童扶養手当※ 20歳未満で身体またはਫ਼ਆに重度または中度以上のোがい
がある子どもを؂護している෕もしくは฼、または養育者 年3回支給

精神障がい者支援施
設等交通費助成

公共交通機関を利用してোがい者支援施設等に通所するਫ਼ਆ
োがい者（交通費負担月額4,000円未満の人は除きます）

その月にかかった交通費の1ʗ2の額
を、10,000円を限度に助成

心身障がい者（児）紙
おむつ助成

在宅のৗ時紙おむつが必要な3歳以上の重度োがい者（児）（他
の紙おむつ助成制度を受けている人は除きます）

その月にかかった紙おむつのߪ入費
を、3,600円を限度に助成

福祉タクシー助成券、
自動車燃料費助成券※

身体োがい者खா1・2ڃ、療育खா"、ਫ਼ਆোがい者保健෱ࢱ
खா1ڃの交付を受けている在宅の人

෱ࢱタクシー運௞助成券、自動ं೩料
費助成券のどちらかを選୒

自動車操作訓練費・
自動車改造費※ 身体োがい者खாの交付を受けている人

োがいの等ڃによる制限があるため、
事前に相談と申請が必要

住宅改造費※ 身体োがい者खாまたは療育खாの交付を受けている人（介
護保険の対象となる人は介護保険が༏先）

緊急通報システム事業 一人฻らしの重度身体োがい者
急通報機器本体と家庭内で通信可能ۓ
なϖンダントܕ無線式発信機をି༩
利用者負担：月額500円

軽度・中等度難聴児
補聴器購入費※

身体োがい者खாの交付対象とならない18歳未満の児で医
師の意見によりิௌ器の૷用が必要と認められる場合
（入前に必ずご相談くださいߪ）

ิௌ器のߪ入費・म理費の基४額の3
分の2を助成

֤छख౰・助成

※෱ࢱ医療費助成制度についてはP63をご覧ください。

自動ंऔಘ੫・自動ं੫、ܰ 自動ं੫
োがい者または同一生計の家଒が所有し、োがい者の外出に使
用する自動ंは、োがいの種別や等ڃによってݮ免されます。
◦ࣗಈंऔಘ੫ɾࣗ ಈं੫

問 ࣎լݝ自動ं੫事務ॴ  585-7288
࣎լݝ南෦ݝ੫事務ॴ  567-5406

◦ܰࣗಈं੫
問 ੫務課  551-0106

市ݝ民੫・ॴಘ੫・૬ଓ੫のোがい者߇আ
োがい者が納税者または控除の対象となる配ۮ者やැ養਌଒
である場合、োがいの等ڃにより所得から控除されます。
◦ॴಘ੫ɾ૬ଓ੫

問 草津੫務署  562-1315

ຽ੫ݝࢢ◦
問 ੫務課  551-0106

੫金のݮ໔・߇আ、公ڞ料金・運௞のݮ໔
公ڞ料金
/H,放送受信料は、োがいの等ڃや同一世帯員の市民税の有
無等により申請することでݮ免されることがあります。
◦/),์ૹड৴ྉ

問 োがい福祉課  551-0113
ަ通機ؔの運௞
有料ಓ࿏通行料は、身体োがい者खா、療育खா（"1・"2）を
お持ちの方で、一定の条݅を満たす場合に事前にख続きをす
ることにより割引きされることがあります。

問 োがい福祉課  551-0113 ＦＡＸ553-3678
మಓ・ߤ空・バス・タクシー運௞については、োがいの内容によ
り割引されることがあります。詳しくは各事業者にお問い合
わせください。
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可燃ごみ 指定ごみ袋

◦可೩ごみ用の指定ごみ袋に入れ、ࢯ名を記入して出す。
◦生ごみは水分を十分切ってから出す。
◦紙おむつは、Ԛ෺を取り除いてから出す。
◦໦・஛類は袋に入る長さに切って指定ごみ袋に入れて出す。
◦大（45ᶩ）のごみ袋に入らない（袋の口が結΂ない）ものはૈ大ごみとして出す。
◦�生ごみなどを৽聞紙などでแむ場合は、࠷小限度でおئいします（ごみ袋全体を৽聞紙
などでแまないでください）。

ૈ
େ
͝
Έ

大ܕ家具等 指定ごみシール ◦�大ܕ家۩等用の指定ごみシールにࢯ名を記入してషって出す。（指定ごみシールは栗東
市指定ごみ袋等販売店で販売しています。）

その他
ૈ大ごみ 指定ごみシール

◦�その他ૈ大ごみ用の指定ごみシールにࢯ名を記入してషって出す。（指定ごみシールは
栗東市指定ごみ袋等販売店で販売しています。）
◦�特定家電（エアコン・テレビ・ྫྷ ଂݿ・ચ୕機・ҥ類ס૩機）、パソコンは収集できません。

ごみࡅഁ 指定ごみ袋

◦破ࡅごみ用の指定ごみ袋に入れ、ࢯ名を記入して出す。
◦ϓラスチックのみでできている製品はその他ϓラスチックに出す。
◦割れたガラスやਕ෺類は、紙などでแみ中身をද示して出す。
◦資ݯになる金属などがはずせる場合は、分別して出す。
◦大（45ᶩ）のごみ袋に入らない（袋の口が結΂ない）ものはૈ大ごみとして出す。

ガスライター ԫ৭コンテナശ
（ガスライター回収）

◦�使い捨て等ガスライターは必ず使い切り、ガスをൈき取り、੺いシールで「ガスライター
の日ガスライター専用回収ശ」と明示してあるԫ৭コンテナに入れる。

ࢿ
ݯ
͝
Έ

ビン
（複数のंで収集） 分別用コンテナ

◦Ԧףやキϟッϓ、中ખは必ずはずして、中をܰく水ચいする。
◦৭明示した指定の分別用コンテナに、ビンのみを入れる。
◦଱೤ガラス・板ガラス・コッϓ・化হ品および೶薬の空きビン・ಃ器類は破ࡅごみに出す。

ϖットボトル 分別用コンテナ
◦キϟッϓとラベルは必ずはずして、中をܰく水ચいする。
◦ϖットボトルはつͿして、かさ（容ྔ）をݮらし、指定のコンテナに入れる。
◦ҿ料用・ञ用・しょうΏ用以外のϓラスチックボトルは、その他ϓラスチックに出す。

その他
ϓラスチック 指定ごみ袋

◦その他ϓラスチック用の指定ごみ袋に入れ、ࢯ名を記入して出す。
◦容器類のふたは、必ずはずす。
◦水ですすぐなどし、Ԛれを取り除く。（水は十分きる）
◦大（45ᶩ）のごみ袋に入らない（袋の口が結΂ない）ものは、ૈ 大ごみとして出す。
◦�スナック՛子などの袋では、アルミとϓラスチックの複合品がありますが、その他ϓラ
スチックの対象となります。

ࢿ
ݯ
͝
Έ

ண類ݹ・紙ݹ
（複数のंで収集） 種類ごとに分別

◦�৽聞・ࢽࡶ・ダンボール・紙パック類は、ώϞなどで十จࣈにくくって集積場では種類ご
とにまとめて置く。小さな紙ยなどは紙袋や෧౵などに入れて出す。
◦ビニールやアルミなどの合成紙（袋やശ）・カーボン紙・ײ೤紙・写真などは可೩ごみに出す。
ಁ、ண類はݹ�◦ 明・൒ಁ明に入れて袋に入れて出す。（布団・ປ・布くず・カーϖット・カーテ
ン・͵ いぐるみなどは可೩ごみに出す）

電஑ס ԫ৭コンテナ
（電池回収ശס）

。電池のみ入れるס、電池回収ശ（ԫ৭コンテナ）にס◦
◦ボタンܕ電池やॆ電式電池は販売店に引き取ってもらう。

金ଐ類
（複数のंで収集）

分別用コンテナ
（スϓレー؈用コンテナ）

。は、水ですすぐなどし、Ԛれを取り除く؈◦
◦�ੴ༉ファンώーター、ੴ༉ストーブはタンクと本体の౮༉やס電池は必ずൈく。
◦�スϓレー・カセットボンベ؈は中身を全部出し切り、ԫ৭いシールで「スϓレー؈専用
ശ」と明示してある分別用コンテナに入れる。
◦大きいもの以外は、分別用コンテナに入れる。

ごみの෼け方・出͠方

ごみの収ू 問ڥ؀政策課  551-0341 ＦＡＸ551-0148

ごみの出͠方・෼ผの詳͠い内容は、「ごみの෼ผガイドϒック」で֬ೝ͠てくださいɻごみのྔݮԽに、ご協力をお願
い͠ますɻ

ੜڥ؀׆

˕�収集日は、お住まいの地域によってҟなります。お住まいの地域の「ごみ収集カレンダー」で確認してください。
˕�収集日当日の8：00までに、決められた集積場に出してください。
˕�分別されていないごみ、収集時間より後に出されたごみは、収集しません。
˕事業ܥのごみは収集しません、集積場に出さないでください。
˕�引っӽしなどで多ྔのごみが出るときは、事前にڥ؀政策課でख続きし、ڥ؀センターへ個人が直接ൖ入することができます。
（ごみの分別ガイドブック参র）
※�市が収集する集積場でのごみの出し方等であり、集合住宅等の個別収集については、対象としていません。
※�指定ごみ袋、ごみシールは、栗東市指定ごみ袋等取ѻ店ฮにて販売しています。
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

ੜごみྔݮԽਪਐิ助金
「生ごみ処理容器」をߪ入する世帯に、ߪ入費をิ助しています。
詳しくは市ϗームϖーδをご覧ください。
ੜごみॲ理容器
補助金額 入金額の2分の1（1,000円未満切り捨て、上限ߪ�

10,000円）

ഇ৯用༉のճ収ڌ఺
家庭のഇ食用༉を回収しバイオデΟーθル೩料などにリサイ
クルすることで、ごみのྔݮ化・資ݯ化、また、地ٿԹஆ化防止
にかかるೋࢎ化୸ૉのഉ出཈制につなげます。
出 し 方
⬟使い終った食用༉をܰくこし、カスを取り除く。
⬡ϖットボトルなどのີ෧できる容器に入れ、キϟッϓを
しっかりดめる。
⬣回収ڌ点にある回収ボックスに容器ごと入れる。
回収拠点
市役所・栗東市ڥ؀センター、各学区コミϡニテΟセンター
（葉山学区を除く）、スター栗東安養寺店

されていますࢭېりは৚ྫでڈごみの࣋ちݯࢿ
持ち去り行ҝを見かけたら、時間、場所、ं のナンバーおよび
特徴などを確認して担当課に連བྷをおئいします。

఺ڌՈిのճ収ܕみ小ࡁ用࢖
家庭から出る下記の使用済み小ܕ家電を回収し、選別・分ղを
行ったのちに、金やಔなどو金属類を抽出して৽たな製品を
作る際の原ࡐ料などにリサイクルします。
対 象 �携帯電話・ビデオカメラ・デδタルカメラ・*$レコー

ダー・電子ࣙ書・携帯Իָϓレーヤー（$%、.%ϓレー
ヤーを含む）・携帯ܕήーム機など

※�個人情報が含まれる製品の場合は、個人情報を消去し、回収
ボックスへお入れください。
※౤入口に入るもののみが回収対象となります。
回収ボックスの設置場所
市役所、栗東市ڥ؀センター、ਤ書館（本館）、栗東੢ਤ書館、コ
ミϡニテΟセンター（葉山、治ా、治ా੢、大ๅ、大ๅ੢、金উの
6か所）

不法౤غは、「ഇغ෺の処理およびਗ਼૟に関する法཯」第25条
で1,000万円以下のേ金または5年以下の௄役もしくはその
྆方など、重いേ則がن定されるʠ犯ࡑ行ҝʡです。
土地の所有者および管理者は不法౤غを未然に防ぐため、こ
まめな見回りやਗ਼૟・除草を心がけてください。

ෆ法౤غは犯ࡑです
問ڥ؀政策課  551-0341 ＦＡＸ551-0148

ੜ׆ഉਫ・͠ ೘

͠೘のくみऔり
࣍の事業者に直接依頼してください。
◦�࣏ ɾా࣏ ా౦ɾ࣏ ా੢ɾۚ উ͓Αͼ೔٢ٰ͕࣏ࣗձɾେๅɾେ
ๅ౦ɾେๅ੢஍Ҭ
　栗東総合産業（ג）　 552-1711
◦༿ࢁɾ༿ࢁ౦஍Ҭʢ೔٢ٰ͕࣏ࣗձΛআ͘ʣ
　日өڵ業（ג）　 552-8311

ড়Խ૧
ড়化૧を正ৗに機能させるには、管理者による定期的なҡ持
管理がܽかせません。適正に管理していないと、ড়化૧本来の
機能が発شされず、水質Ԛ୙やѱषの原Ҽとなります。
ড়化૧をお使いの人は、࣍ の3つのҡ持管理を行うことが義
務付けられています。
保क఺検
૷置の点検やิम、消ಟ薬のิॆなどを行います。3か月から
4か月に1回以上行ってください。保守点検は県の登録を受け
た保守点検業者に依頼してください。

問 ࣎լݝ॥؀社会ਪਐ課  528-3471
ਗ਼૟
ড়化૧内にཷまったԚటのټみ取り、૷置のચড়などを行い
ます。下記ਗ਼૟業者に依頼し、年に1回以上行ってください。
清掃業者（担当地域が異なります）
◦�栗東総合産業（ג）　 552-1711
地域…�治ా、治ా東、治ా੢、金উおよび日٢がٰ自治会、大

ๅ、大ๅ東、大ๅ੢地域
◦�日өڵ業（ג）　 552-8311
地域…葉山、葉山東地域（日٢がٰ自治会を除く）

法定検ࠪ
問 公ӹ社ஂ法人࣎լݝੜڥ؀׆事ۀ協会  535-9210

ড়化૧が適正に管理され、ড়化機能を十分発شしているか検
査します。毎年1回受けてください。10人૧以下のড়化૧の場
合は、栗東総合産業（ג）、日өڵ業（ג）でも受けていただけま
すが、担当地域がそれぞれҟなります。
また、11人૧以上のড়化૧の場合は、公ӹ社団法人࣎լ県生
活ڥ؀事業協会で受けてください。
ড়Խ૧をഇ͠ࢭたとき

問  政策課ڥ؀ 551-0336
下水ಓへの接続などによりড়化૧を使用しなくなった場合
は、ড়化૧ഇ止ಧ出書をڥ؀政策課まで必ず提出してくださ
い。ಧ出書は、市長Ѽと࣎լ県生活ڥ؀事業協会Ѽの2通を提
出してください。
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ਫಓ・Լਫಓ
問্Լਫಓ事ۀॴ  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ

্Լਫಓ課  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
管理係  551-0135 ＦＡＸ  554-3866
 務係ۀ 551-0123 ＦＡＸ  554-3866
 務係޻ 551-0122 ＦＡＸ  554-3866
ড়ਫ係  551-0134 ＦＡＸ  554-3866

こんなときには࿈བྷを
用を։࢝するとき（։ખ）࢖
水ಓを使用開始される4日前までに管理係へ電話でご連བྷい
ただくか、市ϗームϖーδのオンライン申請をご利用くださ
い。なお、連བྷの際には、以下のことをお知らせください。
◦使用先の水ખ番号または使用先住所
◦使用開始日　◦使用者の名前　◦連བྷ先
◦料金の請ٻ先（水ಓ使用先とҟなる場合）
＜注記＞
◦�使用を開始された後は、଎やかに「上下水ಓ使用ಧ」の提出
をおئいします。
◦�共同住宅などで管理人（会社）が一ׅ管理されている場合
は、管理人（会社）へご連བྷください。

用をやめるとき（ดખ）࢖
水ಓの使用をఀ止される4日前までに管理係へ電話でご連བྷ
いただくか、市ϗームϖーδのオンライン申請をご利用くだ
さい。なお、連བྷの際には、以下のことをお知らせください。
◦�使用先の水ખ番号（水ಓメーター検਑時にお౉ししていま
す「水ಓ使用水ྔ等のお知らせ」や納入通知書に記載してい
ます）または使用先住所
◦使用ఀ止日　◦使用者の名前
《転居の場合》◦転居先住所　◦連བྷ先　◦料金のਫ਼算方法
＜注記＞
◦�共同住宅などで管理人（会社）が一ׅ管理されている場合
は、管理人（会社）へご連བྷください。
◦�使用ఀ止の連བྷがない場合、使用がなくても基本料金がか
かりますのでご注意ください。

（ߋม໊ٛ）がੜ͡たときߋ用者にม࢖
管理係で名義変更のख続きをおئいします。なお、料金の引き
མとし口座も変更される場合は、৽しい口座の通ாとۜ行印
をお持ちください。
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

্Լਫಓ料金（ਫಓ料金・Լਫಓ࢖用料）の支෷方法
「上下水ಓ料金」として水ಓ料金と下水ಓ使用料を一ׅ請ٻし
ています。
納入通知書（納付書）
2か月に一度、検਑月の翌月に༣送の「納入通知書」により、金
༥機関の窓口、コンビニエンスストア、栗東市役所などにてお
支払いいただく方法です。
口座振替
2か月に一度、検਑月の翌月に使用者のۜ行口座からの自動
引きམとしによりお支払いいただく方法です。
お申し込みは、「栗東市上下水ಓ使用ಧ」のご提出時に使用ಧ
下段の口座振替依頼書を併記いただくか、ご希望の金༥機関
の窓口でख続きをしてください。

ਫಓϝーターの検਑

2か月に一度、水ಓメーターの検਑をします。
お願い
◦メーター付近に෺を置かないでください。
。はメーターから཭れたとこΖにつないでくださいݘ◦
◦�࿙水時の料金も使用者の負担となります。日ࠒより、メー
ターの点検を心ֻけましょう。

問্Լਫಓ課 管理係  551-0135 ＦＡＸ  554-3866
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࿙水を発見したときは、࣍ の場所にご連བྷください。
①道路上（止水栓から道路側）
開庁時は上下水ಓ課へ、໷間、土・日曜日・祝日は市役所代ද
（ 553-1234）へ
②宅地内
お近くの栗東市指定給水૷置工事事業者（本市ϗームϖーδ
掲載）または栗東市上下水ಓ工事協同組合（ 553-1233）
にご相談ください。
※म理費は宅地の所有者の負担になります。
※�म理内容により、水ಓ料金などの一部ݮ額制度があります
ので、詳しくは担当にお問い合わせください。

ਫಓϝーターの֬ೝ（࿙ਫチΣック）方法
⬟�宅内のऄ口を全てดめてください。水ચ
トイレや給౬器、ࢄ水ખなどからも水が
出ていないことをご確認ください。
⬡メーターボックスの中の水ಓメーターのふた
を開けてください。パイロットマーク（ӈਤの
ۜ৭のീ֯ܗ）がগしでも回転していたら、宅内ଆのどこかで࿙水
している可能性があります。栗東市指定給水૷置工事事業者へम
理を依頼してください（म理費用は使用者の負担となります）。

࿙ਫをݟつけたときは
問্Լਫಓ課 ۀ務係  551-0123 ＦＡＸ554-3866

栗東Ӻ周ล

ウイング・ビϡー

綣東自治
ϋウス

栗東ܳज़จ化
会館さきら

栗東Ӻ東口
ཱ体一ൠறं場

大ๅ
カナリヤ
保育園

ウイング・ϓラザ

グラウンド

栗東Ӻ前੢口
ཱ体றྠறं場

大ๅ小学校

アル・ϓラザ東栗

栗東交番

栗東Ӻ東口
றྠ場

࣎լۜ行
大ๅ支店
栗東Ӻ前出ு所

リーデンス
スクエア栗東

都ۜ行栗東支店ژ

原会ٞ所ן

܀3+
౦Ӻ

P

育

放ஔ自సं
問౔໦ަ通課  551-0291 ＦＡＸ552-7000

放ஔ۠ࢭې域
市では放置自転ं等をなくすため、自転ं等றं対策を実施
しています。
放置ې止区域内に放置された自転ंなどは警告のうえఫ去、
その他の区域に放置された自転ंなどは警告のうえ5日間経
過後にఫ去し、自転ं等保管場所で保管します。

ಓ࿏ڥքの֬定

市の管理するಓ࿏（市ಓ）や法定外公共෺（里ಓおよび水࿏等）
にྡ接する土地で開発などを行うときに、そのڥքが不明な
場合はڥքの確定が必要です。ڥք確定の申請の受付後、ྡ 接
地ݖ者とのཱち会いを実施し、ڥք確定を行います。

問౔໦ަ通課  551-0292 ＦＡＸ552-7000

Լਫಓॲ理۠域内のٛ務

公共下水ಓが੔උされている区域（処理地域）内のݐ෺の所有
者には下水ಓ法により࣍のことが義務付けられます。
み取りศ所は3年以内に水ચศ所に改造することټ⬟
⬡し೘ড়化૧をഇ止し、公共下水ಓに直接放ྲྀすること
⬣台所、風࿊場などのԚ水も公共下水ಓへ放ྲྀすること
վ଄ࢿ金の༥͋ࢿっせんについて
一定の条݅を満たした人であれば、ഉ水設උの工事に関する
༥資あっせん制度を利用することが出来ます。ただし供用開
始告示日から3年以内に工事をする人が対象です。
ഉਫ設උ޻事は指定Լਫಓ޻事ళで
水ચศ所やഉ水設උの工事は、栗東市が指定している「指定下
水ಓ工事店」でなければ施工できません。工事の際には、指定
下水ಓ工事店と十分に話し合い、見積書の金額や必要書類な
どをよく確認してから、ܖ約してください。

問্Լਫಓ課 ۀ務係  551-0123 ＦＡＸ554-3866

ಓ࿏のฮ૷・ิ म

道路の種類 連絡先

国道1・8号 ࣎լ国ಓ事務所草津ҡ持出ு所
（中୔ೋ丁目12-30） 562-0842

県道
࣎լ県南部土໦事務所
ಓ࿏計ը第一課ҡ持ิम係
（草津市草津ࡾ丁目14-75） 567-5440

市道
土໦交通課　 551-0292
ಓ࿏・河川課　 551-0119
໷間および祝日　 553-1234

ಓ࿏に݀が空いていたり、࿏ݞが่れていたりなど、交通に支
োがあるときには、࣍ の連བྷ先にご連བྷください。

ಓ࿏

ಓ࿏の઎用、޻事

市ಓ区域内で࣍のことをする場合、許可が必要となります。事
前にご相談の上、申請してください。
⬟�ं などへの出入りのためにาಓを切り下げたり、ガードݿ
レールをఫ去したりする
などを設置するࡤங工事などにより工事用足場やԾ設防護ݐ⬡
⬣ಓ࿏を۷࡟しようとしたり、ಓ࿏を利用したりする

問౔໦ަ通課  551-0292 ＦＡＸ552-7000

ಓ࿏はみんなのࡒ産ʂෆ法઎用をやめま͠ΐう

࣍の行ҝなどはಓ࿏法にҧ൓する行ҝ（不法઎用）となりま
す。該当する場合には自ओ的にఫ去をおئいします。
◦�電பや֗࿏थにཱて؃板などを設置したりすること
◦�ಓ࿏上にथ໦のࢬ葉がඈび出している状態や、Ⴉ定・除草後
の草໦を放置していること
◦ϓランターやുなどをৗ時置いていること
◦�ं やオートバイなどのオイルを࿏上やଆߔなどにਨれྲྀす
こと

問౔໦ަ通課  551-0292 ＦＡＸ552-7000
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ख原Ӻ周ล

+3खݪӺ
栗東市
঎工会館

栗東キリストڭ会

Ҵՙਆ社

ख原੺ࡔ
　　会館

真ܚ寺

ᅵಙ寺

ख原Ӻ前
自転ंறं場

ख原Ӻ前交番
ख原Ӻ前自転ं第̎றं場

放置自転車保管所
栗東市上֡　ओ要地方ಓ栗東ࢤಹ中線高Ս下　 552-2785
（下ਤを参রしてください）
受付時間 �第1・第3日曜日、および第2・第4火曜日の16：00か

ら19：00まで（年末年始を除く）
˞ҾऔΓʹ͸ख਺ྉ͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻͨ ͩ͠ɺ౪೉ಧ͕ग़͞
ΕͯいΔ΋ͷʹͭいͯ͸ɺྉۚΛ௃ऩ͠·せΜɻ

ಹ中方面ࢤ
৽װ線

国ಓ1号線

(.4

ň上֡ŉ

ۜ行
市役所方面

草津線

草
津
方
面

石
部
方
面

์ஔࣗసं
อ؅৔ॴ

放ஔ自సंのฦؐ

市Ӧ自సंறं場
問౔໦ަ通課  551-0291 ＦＡＸ552-7000

区分

一時預
（1日1回）

一か月
定期料金

三か月
定期料金

1階
北口 2階 1階

北口 2階 1階
北口 2階

自転車 100 90 1,800 1,600 5,400 4,800
原動機付
自転車 200 － 3,000 － 9,000 －
自動二輪車

खݪӺ前自సं౳றं場
手原駅前自転車等駐車場利用料金 （単位：円）

生後90日を経過したݘをࣂったときは、必ずಧけ出が必要で
す（生֔で1回）。ࣂいओは、ݘڰ病予防法により生֔に1回、ࣂ
いݘの登録をしなければならないことになっています。
なお、すでに他市で登録済みのݘの住所などを変更する場合
は、他市発行の鑑ࡳを持参し、ݘの転入ख続きをしてくださ
い。栗東市の鑑ࡳと交換します。市内で転居した場合もख続き
が必要になります。
また、ࣂいݘが死亡したり他人にৡ౉したりしたときは、ご連
བྷください。

問ڥ؀政策課  551-0341 ＦＡＸ551-0148
๢のಧけ出ࢮの登録やݘ

ペット（ݘ・ೣ ）

問࣎լݝ動෺保ޢ管理センター  0748-75-1911
ೣ・ݘ のࣂい方の指導

問草津保健ॴ ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ  562-3549
࣎լݝ動෺保ޢ管理センター  0748-75-1911

໎いݘや野ݘの保ޢ・ั ・֫Ҿきऔり

ಓ࿏上（国ಓを除く）でのݘやೣの死体はҕୗ業者が回収しま
すので、ご連བྷください。

問ڥ؀政策課  551-0341 ＦＡＸ551-0148
ೣ・ݘ のࢮ体ॲ理

の登録ख数料ݘ 3,000円
注ࣹ済票交付ख数料 � �550円
病予防注ࣹ料ݘڰ 2,950円
鑑࠶ࡳ交付ख数料 1,600円
注ࣹ済票࠶交付ख数料 � �340円

֤छख਺料

生後90日を経過したݘをࣂう場合、ݘڰ病予防法により年に
1回、4月から6月までの間に、ݘڰ病予防注ࣹを受けることが
義務付けられています。まだ接種を受けていない場合は、د࠷
りの動෺病院で接種を受けてください。接種の日時、接種料な
どについては、直接病院にお問い合わせください。
また、市では、毎年4月・5月にݘڰ病予防集合注ࣹを実施して
います。当日はݘの登録も併せて受け付けています。

問ڥ؀政策課  551-0341 ＦＡＸ551-0148
病予防注ࣹݘڰ

申込受付窓口
ख原Ӻ前自転ंறं場管理室（ख原四丁目2-29）

553-8313
受付時間
6：30～20：00（ただし、日曜日、祝日は7：00～17：00、年末
年始を除く）
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市民׆動・自治会

市内には359ށの市Ӧ住宅があります。例年6月・11月に、住
宅に困ځしている市内在住・在勤者（所得制限などの条݅あ
り）を対象に、入居者をื集します。応ื方法など詳しくは、担
当課へ。

市Ӧ住宅
問住宅課  551-0347 ＦＡＸ552-7000

経済的な問୊など生活上の困難に直面している方に対し、一人
ひとりの状況に応じ、本人の自ཱに޲けて生活が行えるよう、
以下の内容により支援を行っております。ご相談ください。
◦自ཱ相談支援　◦住居確保給付金の支給
ʲ܀౦ࣾࢢձ෱ٞڠࢱձɹҕୗʳ
◦子どもの学習・生活支援　◦家計改善支援
◦生活෱ࢱ資金のି付（県社協事業）
問 栗東市社会福祉協議会  554-6105 ＦＡＸ554-6106

ੜ׆支援૬ஊ
問 社会福祉課 ੜ׆支援૬ஊࣨ  551-0118 ＦＡＸ553-3678

生活に困ځしている人の健康でจ化的な࠷௿限度の生活を保
োするとともに、自ཱした生活ができるようにख助けする制
度です。まずはご相談ください。

ੜ׆保ޢ
問社会福祉課  551-0490 ＦＡＸ553-3678

ボランテΟア活動をしたい人や、必要としている人、活動をし
ている人を支援しています。また、ボランテΟアを学びたい人
のݚमやߨ座を行っています。

問 栗東市ϘϥンテΟΞ 市民׆動センター（栗東市社会福祉協議会）
553-0056 ＦＡＸ553-5268

ϘϥンテΟΞ市民׆動

問自治ৼڵ課  551-0290 ＦＡＸ551-0432
協ಇのまちづくり

ۀ動応援事׆ະ来へつな͙市民・ۀ気૑଄まちづくり事ݩ
市内をڌ点に活動する、または活動しようとする̣̥ ・̤市民
活動団体を৽しいまちͮくりをਐめるパートナーとして位置
ͮけるとともに、これらの団体が市内においてイキイキと活
動できるよう支援します。
協ಇ事ۀఏ案੍౓
市民の皆さんの৽しい発૝と、行政のϊウϋウをともに出し
合い協力して地域の課୊ղ決に取り組むことで、๛かな地域
社会をஙいていくことを目指します。

問自治ৼڵ課  551-0290 ＦＡＸ551-0432
自治会

「まちづくりのओ໾は市民」自治会׆動でごۙॴのఈ力を��
自治会は、一定の地域住民の皆さんによって、自ओ的に結成さ
れた地域コミϡニテΟ組৫です。自治会は、地域でのふれあい
のྠを広げ、おޓいに助け合いながら身近な生活ڥ؀をྑく
するために活動されています。
自治会加入は、お住まいの自治会長にご連བྷください。
自治会の活動内容
◦防犯・防災活動　◦ڥ؀ඒ化活動　◦広報活動　
◦จ化・ふれあい活動など

市民サポート

出会いのサポート
しが・めぐりあいサポートセンター「しが結」は、"*を活用した
マッチングシステムにより、結ࠗを希望するಠ身உঁのめぐ
りあいを応援するため、2022年10月にスタートしました。会
員登録してパートナーを୳す活動やパーテΟーやセミナーの
開࠵、県内のイベント情報の発信など、さまざまな出会いを応
援します。
入会には条݅があり、入会登録料が必要です。
݁ࠗ応援センターɹ͠が・め͙り͋いサポートセンター

050-1791-5830
メール　s-inGo@sIiHa-yui.jp
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

産ۀ・勤࿑者支援

ಇく意ཉがありながら、ब࿑を๦げるさまざまな要Ҽを๊え
る人のब࿑相談に応じています。関係機関と連携して、ब職困
難者のब࿑を支援しています。

問঎ޫ؍޻࿑政課  551-0104 ＦＡＸ551-0148
就৬ࠔ೉者の就࿑支援

問঎ޫ؍޻࿑政課  551-0236 ＦＡＸ551-0148
૑ۀ支援事ۀ

りっとう૑ۀक़
問 栗東市঎޻会  552-0661

この事業は૑業にڵຯのある人、近ʑಠཱ開業をߟえている
人のための૑業क़です。税理࢜、行政書࢜、社会保険࿑務࢜、ห
護࢜といった様ʑなδϟンルのߨ師ਞがあなたのເの実現に
けて෯広くサポートします。りっとう૑業क़は特定૑業支޲
援等事業に位置ͮけられており、りっとう૑業क़をम了し、栗
東市の証明を受けた方は、૑業時にさまざまな特యを活用す
ることができます。詳しくは、上記担当課または栗東市঎工会
までお問い合わせください。
栗東市૑ۀ支援༥ࢿ利子ิڅ金੍౓
けの޲開業نの৽（国民生活事業）ݿ式会社日本政策金༥公ג
༥資制度を利用された場合に、支払われた利子の一部をิ助
する制度です。詳しくは上記担当課までお問い合わせくださ
い。
栗東市ۭきళฮ౳׆用ଅਐ事ิۀ助金
市内対象区域の೐わい૑出と地域経済活性化のため、出店す
る৽ن事業者などやن໛֦大をਤΖうとする事業者に対しิ
助金を交付する制度です。詳しくは、上記担当課までお問い合
わせください。
りっとうܦӦなんでも૬ஊ会
࣎լ県よΖず支援ڌ点、࣎ լ県事業ঝ継・引継支援センターお
よび栗東市঎工会と連携し、経Ӧや૑業に関する多様な相談
に専門家が対応する相談会です。無料でԿ回でも相談可能で
すのでお気ܰにご利用ください。詳しくは上記担当課までお
問い合わせください。

問঎ޫ؍޻࿑政課  551-0236 ＦＡＸ551-0148
中小ۀا者支援施策

特定中小ۀا者のೝ定（セーフテΟωットࢿ金利用者
のೝ定）
取引先などの࠶生ख続き等の申請や事業活動の制限、災害、取
引金༥機関の破୼などにより、経Ӧの安定に支োが生じてい
る中小ا業者を市が認定する制度です。
認定を受けることにより、信用保証協会の通ৗの保証限度額
とは別࿮での保証が受けられる制度です。認定には売上高の
গ、金༥取引の調੔などの各要݅があります。詳しくは、上ݮ
記担当課までお問い合わせください。
先୺設උ౳導入計ըのೝ定
栗東市が定める「ಋ入ଅਐ基本計ը」に基ͮき、中小ا業者が
「先端設උಋ入計ը」を作成し、市から認定を受けることで、さ
まざまな支援を受けることができます。
栗東市中小ۀا౳信用保ূ料助成金ަ෇੍౓
中小ا業等の負担をܰݮし、経Ӧ基൫の強化をਤるため、中小
業等が金༥機関から༥資を受ける場合における、その信用ا
保証料の一部を助成する制度です。
詳しくは、上記担当課までお問い合わせください。

問঎ޫ؍޻࿑政課  551-0104 ＦＡＸ551-0148
栗東市֨ࢿऔಘ支援ิ助金

市内に在住するٻ職者および非正ޏن用者がब職または正ن
がることを目的にした資格またはܨ用としてब࿑の安定にޏ
免許の取得に要する費用の一部をิ助する制度です。
詳しくは上記担当課までお問合せください。
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教育・จԽ施設

1階੮ バルコニー੮ 車イス੮ 可動੮
可動੮対Ԡ時（810੮） 682੮ 114੮ 6੮ 8੮
全車イス੮対Ԡ時（808੮） 682੮ 114੮ 12੮
オーέストラϐット対Ԡ時（682੮） 554੮ 114੮ 6੮ 8੮
※本੮の࠷後ඌ中ԝにてP"੮16੮対応可。　※٬੮後方にボックス੮（਌子室）10੮あり（未防Ի）。　※٬੮内でのҿ食不可。
中ホール
٬ ੮ 406੮

本　੮ 車イス੮ 可動੮
可動੮対Ԡ時（406੮） 392੮ 6੮ 8੮
全車イス੮対Ԡ時（404੮） 392੮ 12੮
※本੮の࠷後ඌ中ԝにてP"੮8੮対応可。　※٬੮後方にボックス੮（਌子室）10੮あり（未防Ի）。
小ホール
٬ ੮ 149੮～200੮

本　੮ 車イス੮ ύイϓイス対Ԡ
可動੮使用時（ϩールバック੮使用）　149～180੮ 149੮ 5੮ 26੮
可動੮不使用時（ϑリースϖース）　～200੮（最大） 200੮
※P"対応੮・ボックス੮は無。　※可動੮を使用しない場合において、٬੮でのҿ食可。

栗東ܳज़จԽ会館さきら
〒520-3031　綣ೋ丁目1番28号　 551-1455 ＦＡＸ551-2272
休館日 毎週月曜日（月曜日が祝日にあたるときは開館）・年末年始（12月29日～1月3日）

େホール
٬ ੮ 810੮

公ڞ施設
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

利用料金
利用料 （単位：円）

施設名 曜日
基本利用料

午前
9：00～12：00

午後
13：00～17：00

夜間
18：00～22：00

午前・午後
9：00～17：00

午後・夜間
13：00～22：00

全日
9：00～22：00

大ホール
平日 19,200 32,000 38,400 46,000 63,200 76,000
土日祝 24,000 40,000 50,000 57,600 81,000 96,800

中ホール
平日 9,600 16,000 19,200 23,000 31,600 38,000
土日祝 12,000 20,000 25,000 28,800 40,500 48,400

小ホール
平日 4,800 8,000 9,600 11,500 15,800 19,000
土日祝 6,000 10,000 12,500 14,400 20,200 24,200

展示室
平日 3,200 4,200 4,200 6,600 7,500 9,800
土日祝 3,200 4,200 4,200 6,600 7,500 9,800

楽屋1・2・3・8・9・
小ホール控室

平日 � � �600 � � �800 � � �800 1,200 1,400 1,800
土日祝 � � �700 1,000 1,000 1,500 1,800 2,300

楽屋5・6・7
平日 � � �900 1,200 1,200 1,800 2,100 2,800
土日祝 1,100 1,500 1,500 2,300 2,700 3,400

楽屋4
平日 1,200 1,600 1,600 2,500 2,800 3,700
土日祝 1,500 2,000 2,000 3,100 3,600 4,600

楽屋事務室1・2
平日 � � �200 � � �300 � � �300 � � �400 � � �500 � � �600
土日祝 � � �300 � � �400 � � �400 � � �600 � � �700 � � �900

練習室1・2
平日 1時間　　300
土日祝 1時間　　400

練習室3
平日 1時間　　500
土日祝 1時間　　600

練習室4
平日 1時間　1,000
土日祝 1時間　1,200

スタジオ
平日 1時間　2,000
土日祝 1時間　2,400

研修室
平日 1時間　　600
土日祝 1時間　　700

和室
平日 1時間　　300
土日祝 1時間　　400

託児室
平日 1時間　　300
土日祝 1時間　　400

シンボル広場
（野外ステージ含む）

平日 ത覧会・ల示会その他これに類する࠵しを広場全域で行う場合 － 1日20,000
土日祝 ത覧会・ల示会その他これに類する࠵しを広場全域で行う場台 － 1日25,000

施設利用料金に伴う入場料Ճ算などについて
入場料加算
◦�2,001円以上3,000円以下……施設利用料の30％加算（入
場料は1人当りの࠷高額とする）
◦3,001円以上5,000円以下……施設利用料の50％加算
◦5,001円以上 …………………施設利用料の100％加算
営利加算 �Ӧ利目的の࠵෺・ల示会の利用の場合、施設利用料

の100％加算

˔�ϗールの෣台のみを४උ、リϋーサルのために利用する場
合でさきらにて本番を行う場台、施設利用料の50％の額
˔�利用時間を延長した場合の施設利用料は1時間当り、利用
許可をうけた࣍の区分の施設利用料の30％の額
˔�ϗール・ల示室利用時、෣台४උおよびఫ収に限り、開館時
間外の8：00～9：00、22：00～23：00は、໷間利用料（18：
00～22：00）の50％の額で利用可。
ୠし、४උおよびย付けに要する෣台増員、ө写技師人݅費
などについて、会館利用料とは別途に時間外料金が必要と
なる場合あり。
˔�ϗϫイエなどで公ԋに付ਵする$%などの෺品販売を行う
場台、売上額の10％を徴収する。
※施設利用料金については施設までご確認ください
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◦市ཱਤ書館（本館）　〒520-3016　小野223　 553-5700 ＦＡＸ554-0792
◦市ཱ栗東੢ਤ書館（੢館）　〒520-3031　綣ೋ丁目4-5　ウイングϓラザ2階　 554-2401 ＦＡＸ554-2501
開館時間 �10：00～18：00（土・日曜日は17：00まで）
休 館 日 �月曜日、祝・ٳ日（土・日曜日の場合開館し、振替ٳ館）、館内੔理日（毎月࠷終໦曜日）・年末年始（12月29日～1月4日）
1人30冊まで3週間आりられます。ਤ書館資料のିし出しのほかにレファレンスサービス、予約サービスなどを行っています。ਤ
書館のお知らせは市広報紙、ਤ書館ϗームϖーδをご覧ください。
ਤ書館ホームϖージ �Ittps���www.Mics-saas.neYs-serWice.jp�ritto�webopac�indeY.do

栗東市ཱਤॻ館

市民の生֔学習に係る活動、੨গ年ڭ育活動および児童生ెなどの学習支援などをਤることを目的に設置しています。
また、人ݖ相談（人ݖいΖいΖ相談）やじんけんミーテΟング、人ݚݖमの相談・案内などをしています。
住 所 〒520-3015　安養寺ࡾ丁目1-1
開館時間 8：30～17：15
休 館 日 土・日曜日、祝日、12月29日～1月3日

階 部ॺ・機関名 電話番号 FAX番号

1

生֔学習課 生֔学習係　 551-0145ʗ੨গ年ڭ育係　 551-0496
552-5544
（1階共通）

গ年センター 551-0141

人ݖ༴護課
人ڭݖ育・ܒ発係　 551-0133
人ݖ政策係　 551-0108

2
児童生ె支援室

いじめϗットライン　 554-0323ʗڭ育相談　 554-6104
支援ڭ室　 554-6107（子ども成長支援ڭ室「あいあい」） 554-6107

子ども発達支援課 幼児ことばのڭ室　 553-1201 553-1240

学श支援センター

〒520-3015　安養寺178-2　 554-1313
自然観察コースなどのイベントを実施しています。ネイ
チϟーセンターをڌ点に、四ંقʑの自然とのふれあいがで
きます。
開館時間 �9：00～17：00

（10月1日～3月31日の間は9：00～16：30）
休 園 日 �月・火曜日（祝・ٳ日

は開園し、振替ٳ
園）、年末年始（12
月28日～1月4日）、
特別४උ期間

入 園 料 無料

栗東自વ࡯؍の৿

〒520-3011　下ށ山47　 553-3359
Ҩ੻の調査資料を収ଂ管理し、出土品の公開と各種のܒ発事
業を実施しています。
開館時間 �9：30～17：00（入館は16：30まで）

（事前に予約が必要です。）
休 館 日 土・日曜日、祝日、年末年始
入 館 料 無料

栗東市出౔จԽࡒセンター

〒520-3016　小野223-8　 554-2733
栗東に人が住みはじめて以来のまちのྺ࢙を、ඒज़、ྺ ࢙、民
ଏなどさまざまな֯度から紹介。
開館時間 9：30～17：00（入館は16：30まで）
؍ 覧 料 無料（ただし特別ల開࠵時は別途料金設定あり）
休 館 日 �月曜日（祝・ٳ日は開館し、振替ٳ館）・年末年始（12

月28日～1月4日）・ྟ 時ٳ館日
※�詳しい開館日程は
�ϗームϖーδ（Ittps���
www.city.ritto.MH.jp�
Iakubutsukan�）などをご覧
ください。

栗東ྺ࢙民ଏത෺館
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

各学区の住民自治組৫が管理運Ӧする地域の特性にあった住民ओಋのまちͮくりのڌ点施設「コミϡニテΟセンター」では、住民
自らが੹೚を持った管理運Ӧ、ओ体的・自ཱ的な事業のల開を目指して活動を行っています。

名　称 住　所 電話番号
コミュニティセンター金勝 御園982 558-1100
コミュニティセンター葉山 高野622-1 553-4911
コミュニティセンター葉山東 ࿡地ଂ714-1 553-2566
コミュニティセンター治田 坊袋161-1 554-0050
コミュニティセンター治田東 安養寺205 554-6110
コミュニティセンター治田西 小柿ޒ丁目1-8 553-7633
コミュニティセンター大宝 綣七丁目9-21 553-1900
コミュニティセンター大宝東 綣ೋ丁目4-5　栗東Ӻ前ウイングϓラザ3階 551-2337
コミュニティセンター大宝西 霊仙寺四丁目2-63 554-1477

֤学۠ίミϡニテΟセンター

ίミϡニテΟ施設 問自治ৼڵ課  551-0290 ＦＡＸ551-0432

利用申込 直接各センターへ

栗東市社会体育施設ϗームϖーδ…Ittps���www.ritto-taiikukan.jp�

〒520-3014　川ล390-1　 553-4321
利用時間 9：00～21：00
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）・年末年始
駐車台数 �80台

栗東
運動公園

野ٿ場　10,000㎡（ߗ式野ٿ不可）
テニスコート（ϋードコート2面）
※໷間র明設උ有り

施設名
平日 土・日・祝日および振替

休日
午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

第1アリーナ 3,600 6,000 9,600 4,200 7,000 11,200
第2アリーナ 1,200 2,000 3,200 1,500 2,500 4,000
会議室 � �600 1,000 � �800 － － －

施設名
平日 土・日・祝日および振替休日

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
第1アリーナ 30,000 50,000 60,000 48,000 80,000 100,000
第2アリーナ 10,000 17,000 20,000 16,000 27,000 34,000

区　分 使用者 2時間当たり

トレーニング
ルーム

中学生 60円
高等学校の生ెまた
はこれに४ずる者 100円

一ൠ 200円

器具名 使用時間等 利用料金
放送装置一式 1時間帯当たり 500円

ʲࢪઃث۩ʳ

ʲ܀౦ӡಈެԂʳ
《入場料その他金銭を徴収しない場合》

施設名 使用時間等 平　日 土・日・祝日および
振替休日

野球場
1時間当たり

400円 500円
テニスコート
（1面当たり） 500円 600円

栗東市民体育館／栗東運動公園

《入場料その他これに類する料金を徴収する場合》（単位：円）
ご利用案内
受付時間 開館日の9：00～19：00まで
受付期間（利用予約）
◦�栗東市内居住の人…利用日の3か月前の月の第1土曜日か
ら当日まで
◦�それ以外の人…利用日の3か月前の月の第2土曜日から当
日まで
※�受付開始日に申し込み多数の場合は、予約時間制限と抽選に
より受け付け順番を決めさせていただく場合があります。
＜例外および注意＞
◦中学生以下は、保護者とご利用ください。
なお、空き状況については電話でお答えできますが、予約は受
け付けておりません。
直接体育館の窓口までお申し込みください。（当日利用は除く）

個人利用の場合

スポーツ施設 各スポーπ施設は使用条݅がありますので詳細はϗームϖーδを
ご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。

料金案内
ʲ܀౦ࢢຽମҭؗʳ
貸切り利用の場合
《入場料その他これに類する料金を徴収しない場合》（単位：円）
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施設名
平日 土・日・祝日および振替

休日
午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

アリーナ 1,800 3,000 4,000 2,100 3,500 5,600
会議室 � �400 � �600 � �500 － － －

《入場料その他これに類する料金を徴収する場合》（単位：円）

施設名
平日 土・日・祝日および振替

休日
午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

アリーナ 15,000 25,000 30,000 24,000 40,000 50,000

〒520-3041　出庭2083 野洲川河川敷　 553-1006
利用時間 9：00～21：00（運動公園は日没まで）
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始
駐車台数 120台（運動公園を含む）

野洲川
運動公園

陸上競技場　16,880㎡（6レーン、サッカー1面）
ソフトボール場　14,445㎡（3面）
テニスコート（砂入り人工芝コート4面）
グラウンドゴルフ場　4,620㎡

〒520-3024　小柿一丁目1-11　 554-0169
利用時間 9：00～21：00
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始
駐車台数 25台（運動公園を含む）
ご利用案内
受付時間 開館日の9：00～19：00まで
受付期間（利用予約）
◦�栗東市内居住の人…利用日の3か月前の月の第1土曜日か
ら当日まで
◦�それ以外の人…利用日の3か月前の月の第2土曜日から当
日まで
※�受付開始日に申し込み多数の場合は、予約時間制限と抽選に
より受け付け順番を決めさせていただく場合があります。

料金案内
貸切り利用の場合
《入場料その他これに類する料金を徴収しない場合》（単位：円）

施設名
平日 土・日・祝日および振替休日

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
アリーナ 1,200 2,000 3,200 1,500 2,500 4,000

施設名
平日 土・日・祝日および振替休日

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
アリーナ 10,000 17,000 20,000 16,000 27,000 34,000

《入場料その他これに類する料金を徴収する場合》（単位：円）

治田西スポーツセンター

野洲川体育館／野洲川運動公園

ご利用案内
受付時間 開館日の9：00～19：00まで
受付期間（利用予約）
◦�栗東市内居住の人…利用日の3か月前の月の第1土曜日か
ら当日まで
◦�それ以外の人…利用日の3か月前の月の第2土曜日から当
日まで
※�受付開始日に申し込み多数の場合は、予約時間制限と抽選に
より受け付け順番を決めさせていただく場合があります。
＜例外および注意＞
◦グラウンドゴルフ場の現地受付は9：00～15：00までです。
◦中学生以下は、保護者とご利用ください。
なお、空き状況については電話でお答えできますが、予約は受
け付けておりません。
直接体育館の窓口までお申し込みください。（当日利用は除く）
料金案内

【野洲川体育館】
貸切り利用の場合
《入場料その他これに類する料金を徴収しない場合》（単位：円）

平成27年7月1日分から改定

施設名 使用時間等 平日 土・日・祝日および
振替休日

཮上ٕڝ場（貸切）

1時間当たり

2,000 2,500
グラウンドΰルϑ場

（貸切） 3,000 3,500

ιϑトボール場
（1面当たり） � �300 � �400

テニスコート
（1面当たり） � �500 � �600

ࣳグラウンド
（1面当たり） � �300 � �400

཮上ٕڝ場（個人） 1人1回 � �200 � �260
グラウンドΰルϑ場

（個人） 1人1回 � �200 � �250

【野洲川運動公園】
《入場料その他金銭を徴収しない場合》（単位：円）

２５０８栗東市3(SG40)行政最終.indd   96 2025/06/24   11:28:32



97

スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

施設名 使用時間等 平　日 土・日・祝日および
振替休日

弓道場 1時間当たり 400円 400円

＜施設利用についてのඋߟ＞
1.�使用者が市外居住者（草津市、守山市および野洲市に居
住する者が使用する場合は除く）の場合は、利用料金に
10割を加算した額とする。
2.�特別に電気૷置を設置するときは、実費に相当する金
額を加算する。
3.�使用時間を超えて使用したときは、当該超過時間に当
該利用料金の時間単位を乗じて得た額を加算する。
4.�上記の使用時間および利用料金によりがたいときは、
当該使用時間に当該利用時間の時間単Ձを乗じて得た
額を加算する。
5.�使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時
間とする。
6.�利用料金の算定において、それぞれの額に100円未満
の端数を生じたときは、これを100円とする。ただし個
人使用の場合を除く。
7.�使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算
した額とする。
8.�会ٞ室を使用した場合において、ྫྷ ஆ๪設උを使用し
たときは、利用料金に5割を加算した額とする。
後とは12：00からޕ、前とは9：00から12：00までޕ�.9
17：00まで、໷間とは17：00から21：00までとする。

ு896ߥ　520-3003〒
受付場所 栗東市民体育館　 553-4321
利用時間 9：00～日没
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年始年末
ご利用案内
受付時間 開館日の9：00～19：00まで
受付期間（利用予約）
◦�栗東市内居住の人…利用日の3か月前の月の第1土曜日か
ら当日まで
◦�それ以外の人…利用日の3か月前の月の第2土曜日から当
日まで
※�受付開始日に申し込み多数の場合は、予約時間制限と抽選
により、受付順位を決めさせていただく場合があります。
※ご利用につきましては事前にお問い合わせください。

ಓ場ٷ

施設名 使用時間等 平　日 土・日・祝日および
振替休日

グラウンドA
1時間当たり

500円 600円
グラウンドB 400円 500円

ฏ୩ٿ場
〒520-3002　観Ի寺459-2
受付場所 栗東市民体育館　 553-4321
利用時間 9：00～日没
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始
駐車台数 60台
ご利用案内
受付時間 開館日の9：00～19：00まで
受付期間（利用予約）
◦�栗東市内居住の人…利用日の3か月前の月の第1土曜日か
ら当日まで
◦�それ以外の人…利用日の3か月前の月の第2土曜日から当
日まで
※�受付開始日に申し込み多数の場合は、予約時間制限と抽選に
より受け付け順番を決めさせていただく場合があります。

料金案内

施設名
平日 土・日・祝日および振替休日

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
アリーナ 1,200 2,000 3,200 1,500 2,500 4,000

施設名
平日 土・日・祝日および振替休日

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
アリーナ 10,000 17,000 20,000 16,000 27,000 34,000

《入場料その他これに類する料金を徴収する場合》（単位：円）

〒520-3036　十里405-1　 553-1701
利用時間 9：00～21：00
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始
駐車台数 5台
ご利用案内
受付時間 開館日の9：00～19：00
受付期間（利用予約）
◦�栗東市内居住の人…利用日の3か月前の月の第1土曜日か
ら当日まで
◦�それ以外の人…利用日の3か月前の月の第2土曜日から当
日まで
※�受付開始日に申し込み多数の場合は、予約時間制限と抽選に
より受け付け順番を決めさせていただく場合があります。

料金案内
貸切り利用の場合
《入場料その他これに類する料金を徴収しない場合》（単位：円）

ेཬ体育館
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市内施設

〒520-3002　観Ի寺459-20　 558-3777
業のا・学習、団体ڥम室や॓ധ室をඋえています。৿ྛ؀ݚ
ྡ、मݚ 接する平୩ٿ場を利用してのスポーπ合॓などに࠷
適です。
休館日 �水曜日（水曜が祝日の

場合はその翌日）、年
末年始（12月29日～
1月3日）

自વ体ݧ学शセンター৿のະ来館

〒520-3002　観Ի寺537-1　 558-0600
Ittps���www.instaHraN.coN�p�%*57bpr+./$�
ق下に広がるඐഀ湖を一望しながらのバーベキϡーや、四؟
おりおりの自然をָしむことができます。୭もがշ適に利用
できる॓ധ施設で、おしΌれなメκネットタイϓの༸室と
ΏったりくつΖげる和室があります。
◦平日、ٳ日　1室…13,400円～15,000円
前日　1室…16,100円～17,100円ٳ◦
予約受付時間 9：00～17：00
休館日 �水曜日（水曜が祝日の

場合はその翌日）、年
末年始（12月29日～
1月3日）

৿ྛ体ྲྀަݧセンター৿༡館

〒520-3002　観Ի寺535　 558-0908
Ittps���ritto-kon[e-no-sato.or.jp�
Ϥーロッパ風のバンガローが9౩あり॓ധができます。
野外活動やࢄ策をとおして自然の中でΏったりとした時間を
過ごすことができます。要予約。
◦平日、ٳ日　1౩…10,700円～16,100円
前日　1౩…12,800円～19,300円ٳ◦
予約受付時間 9：00～17：00
休館日 �水曜日（水曜が祝日の

場合はその翌日）、年
末年始（12月29日～
1月3日）

こんͥのཬόンガϩーଜ

〒520-3036　十里399-3　 552-1000
「෱ࢱと人ݖのまちͮくり」の発信ڌ点。部མ差別をはじめと
するあらΏる差別のఫഇに޲けて、多くの人とのふれあいを
大切にするコミϡニテΟセンターとして、࿝人෱ࢱセンター・
ਤ書コーナー・デイサービス・コミϡニテΟ活動などの機能を
උえています。
部԰などのି切利用、入ཋは有料となります。
開館時間 �火～土曜日　9：00～19：00

日曜日　10：00～18：00
ただし、コーナーにより利用時間がҟなりますので
事前にお問合せく
ださい。

休 館 日 �月曜日（月曜日が祝
日の場合はその翌
日）、年末年始

ͻだまりのՈ

栗東ޫ؍案内ॴ（+3खݪӺ内）
〒520-3047　ख原ࡾ丁目1-30（ख原Ӻ2階）　 551-0126
Ittps���www.ritto-kanko.coN�
観ޫ名所の案内をはじめ、അのまち栗東ならではの特名産品
のల示販売、金উ寺をはじめとする観ޫ名所の写真のల示、レ
ンタサイクルのି出しなどを行っています。
市民の皆さんや観ޫで本市を訪れる皆さんに役ཱつ、観ޫ、イ
ベント、地域ブランドなどの情報を෯広く発信しています。
開所時間
平日：�8：30～17：15
土・日曜日、祝日：8：30～12：00
こんͥめぐりちΌんバス
運行日：8：15～17：00
休 所 日 年末年始（12月29
日～1月3日）
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

広報
問 シテΟϓϩϞーシϣンਪਐ課  551-0641 ＦＡＸ554-1123

日ʑの生活の中で市政について気付いたこと、ߟえておられ
ることなど、皆さんのݐ設的なご意見、ご提案をおدせくだ
さい。栗東のまちͮくりについてともにߟえましょう。市HP
の「市長へのख紙」専用フΥームからお送りください。オンラ
イン（電子）申請でも受付けしています。（今年度より市公式
-*/&からも申請できます。）
◦�ख紙は市長がಡませていただき、市政運Ӧの参ߟとさせて
いただきます。
　�ฦ事は、市長が署名をしたจ書のほか、担当課から直接、จ
書、面談、電話または電子メールで回答します。
※�࣍ のような場合は回答しませんので、ご了ঝください。
◦�ಗ名や住所・ࢯ名の記載のないもの
◦�連བྷ先が不明なもの
◦特定の個人や団体を඄ᨱ・中ইするもの
◦Ӧ利を目的としているもの
◦政治・फڭなどに関するもの
◦�झࢫが不明確なものや個人的な意見などで市が回答でき
ないもの
◦その他、不適切と認められるもの
◦�回答するまで日数がかかりますのでごঝ知ください。
◦�ख続きや業務に関するご質問、ご相談、ご意見、ۓ急を要す
る連བྷ、通報、要望などは、直接各事業の担当部署へご連བྷ
ください。
◦�個人情報の取りѻいは、個人情報の保護に関する法཯に基
ͮき、適正に取りѻいます。
市広報紙に様式を࡮り込んでいるほか、市役所1階ロビー、な
ごやかセンター、市ཱਤ書館、栗東੢ਤ書館、各コミϡニテΟ
センターにも設置しています。また、ࢲ製の෧書、はがきでも
受け付けています。
送付先 �〒520-3088　栗東市役所「市長へのख紙」Ѽ
◦�いただいたご意見や市のฦ事については、個人が特定でき
ないようにฤ集した上で、市ϗームϖーδなどに掲載する
場合がありますので、ご了ঝください。

広ௌ
問ൿॻ広ௌ課  551-0102 ＦＡＸ553-1280

市௕へのखࢴ広報りっとう「うます͗る栗東」

市ホームページ
トッϓϖーδでは、「大事なお知らせ」「৽ண情報」「イベント」
で分かりやすく各種情報を掲載しています。「くらしの場面か
ら୳す」ではライフイベントごとに知りたい情報を؆単に検
索できます。各種申請書のダウンロードへのリンクもありま
す。
また、栗東のັ力を࠶発見できるような「:ou5ube りっとう
チϟンネル」「栗東かわら൛」などの動ըを配信しています。

有料広ूืࠂ中
地域経済の活性化と市の財ݯ確保のため、「市HP」「市広報紙」
に掲載する広告をื集しています。ا業、ڭ室など෯広いδϟ
ンルで掲載中です。詳しくは、市HPをご覧ください。

広報りっとうは、毎月1日に発行。
「まちのݩ気ˍັ力発信」をコンセϓトに市の事業や各種制
度のお知らせだけでなく、月ごとの特集記事や栗東をもっと
知ることのできる連載記事、子育てコラム、市内イベントや
ニϡースを紹介するフΥトニϡース、そしてさまざまな分野
で活༂する市民や市民グルーϓの活動を紹介しています。
また、別冊のお知らせ൛では、市内各施設のイベント情報、各
課からのお知らせ、さらにߨ座やߨԋ会の情報も掲載してい
ます。
各ށへの配布のほか、コミϡニテΟセンターや市の各施設、金
༥機関、セブン-イレブンなどでも入खできます。
10言ޠに対応しており、スマϗアϓリやインターネットで閲
覧していただけます。

広報・広ௌ・情報公։

4/4ൃ信
:ou5ubeや-*/&などの4/4を活用し、リアルタイムで市の
情報を発信しています。イベントやۓ急のお知らせなどをਝ
଎にお伝えし、栗東のັ力を࠶発見できるような「栗東かわら
൛」などの動ըも配信しています。
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申し込み方法
まちͮくり出前トークメニϡーから希望テーマを選んで、開
希望日の1か月前までに所定の申込書によりൿ書広ௌ課へ࠵
'"9、༣送、持参などでお申し込みください。市HPのオンライ
ン（電子）申請でも受付しています。
申請書はൿ書広ௌ課に設置しています。
また、市ϗームϖーδからもダウンロードできます。
申し込みから開催まで
⬟テーマを決めて申し込み（原則1か月前までにൿ書広ௌ課へ）
⬡೿ݣ職員（ߨ師）の決定、通知
⬣テーマ担当課とのଧち合わせ
⬥出前トーク開࠵
その他
◦�೿ݣ職員（ߨ師）の業務の都合で、開࠵日の希望にఴえない
場合、日程を変更していただくことがあります。
◦�出前トークは、市民と職員とがテーマにԊって話し合い、ޓ
いに理ղしあい、協ಇによるまちͮくりをਐめることが目
的です。ۤ 情や௠情、要望の場ではありません。
◦�政治、फڭやӦ利を目的としたり、公のடংや善ྑな風ଏを
ཚしたり、出前トークのझࢫや目的に൓するڪれのある場
合、トークの開࠵はできません。

庁ࣷ1階情報公開コーナーには、市ٞ会のٞ事録および౷計
書などの行政資料を皆さんに見ていただけるように設置して
います。

情報公։ίーφー
問૯務課  551-0103 ＦＡＸ554-1123

請ٻख続きなど詳しくは、担当にお問い合わせください。
情報公։
市が保有している行政情報について、จ書を閲覧したり、จ書
の写しの交付を請ٻしたりすることができます。
ޢ人情報保ݸ
市が保有している個人情報について、その情報が適正に取り
ѻわれるよう必要な事項を定めています。また、どなたでも自
身の情報の開示やగ正などを請ٻすることができます。

情報公։・ݸ人情報保ޢ
問૯務課  551-0103 ＦＡＸ554-1123

市民の皆さんに市のことをもっと知っていただき、協ಇによる
まちͮくりをਐめるために、皆さんの集まりの場に市職員など
が࢕い、฻らしに身近な問୊や関心のある市の事業などについ
てお話しする「まちͮくり出前トーク」を行っています。
意見交換をとおしてޓいに理ղし合い、まちͮくりを一ॹに
。えましょうߟ
※�メニϡーは市広報紙6月1日号にંり込んでいるほか市HP
でもご覧いただけます。
申し込みができるのは
市内在住、在学、在勤するおおむね10人以上の団体やグルー
ϓです。ただし、政治、फڭまたはӦ利を目的とした࠵しなど
を行うおそれのあるときは、お受けできません。
講 師
市の職員や専門分野における外部ߨ師がお話しします。
開催時間
平日、土・日曜日を問わず、9：00から21：00の間で、おおむね
1時間30分以内とします。
開催場所
市内とし、会場の४උは、申し込み団体で४උしてください。
費 用
。料は無料ですݣ師の೿ߨ

まちづくり出前トーク

市民ओ役のまちͮくりをਐめるため、市長が直接市民の皆さ
んとまちͮくりについてޠり合うʠ市長のこんにちはトークʡ
を行っています。
市民の皆さんのご意見をお聞きして市政に取り入れるととも
に、ޠり合いをとおして市政への理ղをਂめていただくこと
を目的としています。
まちͮくりのओ役は市民の皆さんです。トークへのご応ืお
଴ちしています。
トークのお相手
市内の自ओ的な活動を行っているグルーϓ、団体で10人～
30人程度とします。ただし、政治、फڭまたはӦ利を目的とし
たグルーϓや団体は除きます。
日 時
平日、土・日曜日を問わず、9：00から21：00の間で、時間は1
時間程度とします。
トークの内容
まちͮくりに生かせる内容で事前に対象グルーϓと調੔します。
トークの運営方法
グルーϓ・団体のओ体的な運Ӧとします。この事業は市内の෯
広いグルーϓ・団体との対話を༏先します。同一グルーϓ・団
体との定期的な対話やۤ情、௠情、要望の場ではありません。
申請書はൿ書広ௌ課に設置しています。
また、市ϗームϖーδからもダウンロードできるほか、オンラ
イン（電子）申請でも受付しています。

市௕のこんにちはトーク
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問い合わせ先問マークの説明 ؔ࿈৘ใ スマートフォンでアクセス

ふるさとه೦඼について
市では、دෟをしていただいた人に「ふるさと記೦品」をଃఄ
しています。
、ෟの申込み方法は、インターネットでお申込みいただくかد
ෟ申込書を༣ศ、'"9、電子メールにより送付いただくことد
でお申込みができます。
ふるさと記೦品、دෟの申込み方法などの詳細については、市
HPの「ふるさとりっとう応援دෟ金」をご確認ください。
なお、栗東市在住の人からのごدෟについては、ふるさと記೦
品の送付をしておりませんので、ご了ঝください。
੫金の߇আについて
ふるさと納税によるدෟ金控除を受けるには、住所地などの
所׋の税務署へ確定申告を行っていただくか、دෟ先の自治
体へ「دෟ金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していた
だく必要があります。
֬定申ࠂをする場合
ෟ金控除د、ෟをされた翌年に確定申告をすることによりد
を受けることができます。確定申告にはدෟ金の領収書が必
要となりますので、大切に保管してください。
なお、確定申告をされた場合は、確定申告をした年分の所得税
と翌年度分の個人住民税が控除されます。
ふるさと納税ϫンストッϓ特例制度を利用する場合
確定申告をする必要のない給༩所得者等はدෟ先市区町ଜに
ෟ金控除を申請できる「ふるさと納税ϫンストッϓ特例制د
度」が利用できます。
ただし、ふるさと納税によるدෟ金控除を受ける目的とは別
に、所得税や住民税の申告をする必要がない人で、ふるさと納
税を行う自治体数が5団体以下である場合に限られます。

「ふるさと納税（دෟ）」は、皆さんから応援したい、ݙߩしたい
とࢥう「ふるさと」の地方公共団体に対してدෟをしていただ
くもので、その場合、دෟ金の額を一定限度額まで住民税・所
得税から控除する制度です。
市では、以下の使途に定められた事業のਪਐのためにدෟ金
を基金に積みཱてています。
（についてۀର৅事）について్࢖ෟ金のد
⬟�心と体の健康ͮくりを応援するݩ気なまちͮくり事業
－社会෱ࢱおよび高齢者෱ࢱの޲上に関する事業－
⬡明日を担う子どもを育てるݩ気なまちͮくり事業
－育・子育て支援および੨গ年の健全育成に関する事業ڭ－
⬣自然と共生し、風格ある都市をめざすݩ気なまちͮくり事
業－ڥ؀の保全およびܠ観のҡ持に関する事業－
⬥�みんなの提言と協ಇの力で実現するݩ気なまちͮくり事業
－市民活動の支援に関する事業－
－未来へつなぐ市民活動応援事業－
⬧安心安全に฻らせるݩ気なまちͮくり事業
－防災および防犯に関する事業－
⬩地域の活力をのばし、স顔でに͗わうݩ気なまちͮくり事
業－産業および観ޫの振ڵに関する事業－
⬫�地域資ݯを活かしたݩ気なまちͮくり事業
－അをはじめとした地域の特性やັ力を生かした事業－
⬭�市長におまかせいただき、ふるさと栗東の明日へのݩ気な
まちͮくりを目指す事業
－その他市長が必要と認める事業－

（ふるさと納税ϫンストッϓ特例制度について）
ෟ先の自治体دを「ෟ金税額控除に係る申告特例申請書د」
に提出し、その自治体がدෟをされた人の住所地の市区町
ଜへ控除申請を代わりに行うことで、دෟ金控除を受けら
れる仕組みです。
この場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う
住民税のݮ額というܗで控除が行われます。

ふるさとೲ੫（دෟ）
問 シテΟϓϩϞーシϣンਪਐ課  551-0641 ＦＡＸ554-1123

ෟد
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༣ศ౳౤ථূ໌ॻ
「༣ศ等౤票」を利用する場合は、市選挙管理ҕ員会が発行す
る「༣ศ等౤票証明書」が必要となります。
༣ศ等౤票証明書の発行は、該当するোがいなどに応じた「身
体োがい者खா」「ઓই病者खா」「介護保険被保険者証」のい
ずれかを持参の上、市選挙管理ҕ員会にある「༣ศ等౤票証明
書交付申請書」に本人または代理人が必要事項を記載し、市選
挙管理ҕ員会に提出してください。༣ศ等౤票証明書の発行
には、一週間程度かかります。なお、この証明は発行の日から7
年間有 （ޮ要介護者は被保険者証の有ޮ期限まで有ޮ）です。
౤ථの方法
⬟�選挙の日程が近ͮきますと、市選挙管理ҕ員会から༣ศ等
౤票証明書の発行を受けている人に、「不在者౤票用紙等請
書に本人または代理人が必要ٻ書」を送付します。この請ٻ
事項を記載し、༣ศ等౤票証明書と一ॹに市選挙管理ҕ員
会へ༣送してください。
※�請ٻ期限は選挙期日（౤票日）の4日前までになりますの
で、早めに請ٻしてください。
⬡�不在者౤票用紙などは、公示日または告示日以降に本人Ѽ
てに༣送します。
⬣不在者౤票用紙の交付を受けた人は、直ちに自宅で౤票を
し、౤票用紙を「内෧౵」に入れて෧をし、さらにそれを「外
෧౵」に入れ෧をしてください。
⬥�外෧౵のද面には、必ず౤票した年月日と場所を記載し、ࢯ
名ཝに署名してください。
⬧�同෧してあるฦ送用の෧౵に外෧౵を入れて෧をして、市
選挙管理ҕ員会へ༣送してください。

୅理ࡌه౤ථ
༣ศ等౤票を利用できる人のうち、一定の条݅に該当する場
合は、事前に代理人を指定する「代理記載制度」を利用するこ
とができます。

都ಓ෎県選挙管理ҕ員会から不在者౤票を行うことのできる
施設として指定を受けている病院や࿝人ϗームなどに入院ま
たは入所中の方は、その施設の中で౤票ができます。
不在者౤票用紙の請ٻは、施設長が選挙管理ҕ員会に対して
行いますので、事前に施設で事務を行っている職員に「不在者
౤票を行いたい」ࢫを申し出てください。なお、不在者౤票を
行う日時は施設によってҟなりますので、早めに申し出てく
ださい。

病院に入院中や入院予定の人または࿝人
ホームなどに入ॴ中の人のෆࡏ者౤ථ

定例会ด会2か月後に栗東市ٞ会だより「大きな栗の໦の下
で」を発行して、ٞ 会での決定事項や活動内容などをお知らせ
しています。

市議会だより「େきな栗の໦のԼで」

本会ٞやҕ員会は特定の場合を除き公開しており、個人でも
団体でも自由に๣ௌすることができます。๣ௌは、市ٞ会の
活動や市政のਐ行状況などを知ることができる身近な方法で
す。なお、開࠵日程は市HPでお知らせします。
また、ௌ֮にোがいのある人を対象に、๣ௌ時のख話通༁者を
೿ݣしますので、事前にお問い合わせください。

๣ௌ

手帳等の
種類 障がいの種類など 障がいの

ఔ度

身体障がい者
手帳

྆下ࢶ、体װ、Ҡ動機能のোがい ڃ2・1
心ଁ、じんଁ、呼ٵ器、̈́ うこ
う、直௎、小௎のোがい ڃ3・1

免Ӹ、؊ଁのোがい ڃ3～1

ઓই病者手帳
྆下ࢶ、体װのোがい 特別項症

～第2項症
心ଁ、じんଁ、呼ٵ器、̈́ うこ
う、直௎、小௎、؊ଁのোがい

特別項症
～第3項症

༣ศ౳によるෆࡏ者౤ථ
༣ศ౳によるෆࡏ者౤ථ（༣ศ౳౤ථ）の੍౓が利用で
きる人の৚݅
࣍のいずれかに該当する人が対象です。

બڍ
問 બڍ管理ҕ員会事務局  551-0103 ＦＡＸ554-1123

市ٞ会は、18人（定数）のٞ員でߏ成され、市政の方਑や予算
など市民生活に関係する行政の重要な事項を審 ・ٞ決定する
ٞ決機関です。市ٞ会の定例会は年4回とし、毎年3月、6月、9
月、12月にট集されます。その他、必要に応じてྟ時会が開か
れます。
全ٞ員でߏ成する会ٞを本会ٞといい、ٞ 会としてのݖ限（ٞ
決・選挙・ঝ認等）は本会ٞで行うことで法的なޮ力が生じま
す。本会ٞ以外にも、ٞ 会運Ӧ全ൠについて協ٞ
および意見調੔を行うٞ会運Ӧҕ員会、本会ٞ
における審ٞの予උ的審査機関としてৗ೚ҕ員
会、特定の事݅の審査機関として必要に応じ設
置する特別ҕ員会などを設けています。
また、「市民によく見え、ັ 力あるٞ会」を目指
し、ٞ 会改ֵをਐめています。
※�このೋ࣍ݩコードから、本会ٞの録ըө૾を
見ていただくことができます。

市議会
問議会事務局  551-0137 ＦＡＸ551-0146

手帳等の
種類 障がいの種類など 障がいの

ఔ度
介護保険
被保険者証 要介護状態区分が要介護5

市議会・બڍ
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スマートフォンでアクセス問い合わせ先問マークの説明

　3itto *nternationaM 'riendsIip "ssociation（3*'"）IeMps GoreiHners to MiWe coNGortabMe.

3*'"ɿ3JUUP *OUeSOBUJPOBM 'SJeOETIJQ "TTPDJBUJPO

ӳޠが฼ޠの人へɹ5P OBUJWe &OHMJTI TQeBLeST

栗東国際交ྲྀ協会（3*'"）は、外国੶の皆さんがշ適に生活できるように取組みをしています。

栗東国ྲྀަࡍ協会（3*'"ɿ3JUUP *OUeSOBUJPOBM 'SJeOETIJQ "TTPDJBUJPO）

栗東国際交ྲྀ協会（市役所3階 自治振ڵ課内）
住所：〒520-3088　安養寺1-13-33
5&-：551-0293�� .aiM：NaiM@riGa.jp
'"9：551-0432�� ϗームϖーδ：Ittps���riGa.jp
時間：月～金曜日（9：00～17：00）
ˎ毎週水曜日（13：00～17：00）ポルトガルޠ通༁

3*'"のϗームϖーδにはさまざまな情報を載せていますのでͥひご覧ください。
ओな׆動

内　容 と　き 場　所 費　用

日本語教室
第2・4土曜日
第3日曜日
10：15～11：45

コミϡニテΟセンター大ๅ
（栗東Ӻ近く） 無料

在住外国人生活相談窓口
（ポルトガル語通訳）

毎週水曜日
13：00～17：00 市役所3階 自治振ڵ課内 無料

（予約不要）

೔ຊޠΛ
֮͑Α͏̇

Content Time Place Fee

Japanese
Language Course

2nd � 4tI 4at.
3rd 4un.
10：15～11：45

$oNNunity $enter %aiIo
near 3itto 4tation 'ree

Fore ign Res idents He lp
Window
（Por tuguese Trans la to r
Available）

&Wery 8ednesday
13：00～17：00 $ity HaMM 3'

'ree
/o reserWat ion
reRuired

3*'"（$ity HaMM 3'）
"ddress：〒520-3088　"nyoji, 3itto city 1-13-33
5&-：551-0293 &- .aiM：NaiM@riGa.jp
'"9：551-0432�� HoNepaHe：Ittps���riGa.jp
Hours：.onday to 'riday（9：00～17：00）
ˎ" PortuHuese 5ransMator is aWaiMabMe eWery 8ednesday 13：00～17：00

PMease cIeck 3*'"�s website.
.BJO "DUJWJUJeT

-FUʟT -FBSO
+BQBOFTḞ

&OHMJTI・&TQBÑPM・1PSUVHVÊT

広報りっとうが10言ޠでಡめる・聞けるʂ
cataMoH pocket

�3JUUP 1VbMJD 3eMBUJPOT� JT OPw BWBJMBbMe JO 1� MBOHVBHeT
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スペインޠが฼ޠの人へɹ1BSB BRVeMMPT DPO MB MeOHVB QBUSJB eTQBOÓM

"sociaciÓn de *ntercaNbio *nternationaM de 3itto（3*'"）RuereNos asistir a Mos eYtranjeros para Rue puedan WiWir cÓNodaNente.

"TPDJBDJÓO Ee *OUeSDBNbJP *OUeSOBDJPOBM Ee 3JUUP

"sociaciÓn de *ntercaNbio *nternacionaM de 3itto
（3� piso en Ma .unicipaMidad de 3itto）
direcciÓn：〒520-3088　3itto-sIi "nyouji 1-13-33
5eMÉGono：551-0293　　.aiM：NaiM@riGa.jp
'aY：551-0432　　　　���HoNepaHe：Ittps���riGa.jp
Horario：-unes～7iernes（9：00～17：00）
ˎMos .iercoMes（13：00～17：00）*ntÉrprete en portuHuÉs

&n eM HoNepaHe de 3*'" Iay Warias inGorNaciones en. 7eanMos por GaWor.
-B BDUJWJEBE QSJODJQBM

Contenidos Horario Local Costo

Clase�de�idioma�japonés
2� y 4� sÂbados
3er doNinHo
10：15～11：45

$oNNunity $enter %aiIo
（$erca de Ma estaciÓn de
3itto）

(ratis

Consultas�de�la�vida�cotidiana�
para�
los�residentes�extranjeros
（con�intérprete�en�portugúes）

-os NiÉrcoMes
13：00～17：00

3� piso
de Ma NunicipaMidad

(ratis
（/o necesita Ma
reserWa.）

7BNPT�B�BQSFOEFS�
KBQPOFṪ

e4e QVeEe MeeS Z eTDVDIBS eM JOGPSNBUJWP 3JUUP eO 1� JEJPNBT�

" "sociaÇÄo de *ntercÃNcio *nternacionaM de 3itto（3*'"）teN coNo objetiWo apoiar para os estranHeiros WiWereN coN o aNbiente NeMIor.

ポルトガルޠが฼ޠの人へɹ1BSB BRVeMeT DPN MJOHVB QÂUSJB QPSUVHVeTB

"TTPDJBÇÄP Ee *OUeSDÃNbJP *OUeSOBDJPOBM Ee 3JUUP（3*'"）

"ssociaÇÄo de *ntercÃNbio *nternacionaM de 3itto（3� andar da preGeiutra）
-ocaM：〒520-3088　3itto-sIi "nyoji 1-13-33
5&-：551-0293�� .aiM：NaiM@riGa.jp
'"9：551-0432�� HoNe PaHe：Ittps���riGa.jp
&Ypediente：de seHunda a seYta（9I00 a 17I00）
ˎ5oda Ruarta-G.（13 Ás 17Is.）atendiNento eN portuHuÊs

/o portaM da 3*'", IÂ diWersas inGorNaÇÕes. 'aWor acessar.
"UJWJEBEeT QSJODJQBJT

Tipo�de�atividades Data Local Custo

Aula�de�japonês

4Âbados da 2� e 4�
seNana do NÊs
%oNinHo da 3�
seNana
10I15 a 11I45

$oNNunity $enter %aiIo
（perto da &staÇÄo de
3itto）

(rÂtis

Balcão�de� consulta�de� vida�
aos�estrangeiros
（em�português）

5oda Ruarta-G.
13I00 a 17I00 3� andar da preGeitura

(rÂtis
（/Äo prec isa
Ga[er a reserWa.）

¬ QPTTÍWeM MeS e PVWJS BT JOGPSNBÇÕeT EP 'PMIeUP *OGPSNBUJWP 3JUUP eN 1� JEJPNBT�

"QSFOEB�P�JEJPNB
KBQPOÊṪ
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